
連
邦
刑
事
庁
（
Ｂ
Ｋ
Ａ
）・
ラ
ス
タ
ー
捜
査
・
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
（
３
・
完
）

―
―
憲
法
学
的
観
点
か
ら
み
た
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
テ
ロ
対
策
」
の
現
段
階
―
―

植

松

健

一

は
じ
め
に

第
一
章

Ｂ
Ｋ
Ａ
改
定
の
背
景
と
そ
の
周
辺

第
二
章

Ｂ
Ｋ
Ａ
法
改
定
の
境
界
値
①
―
―
具
体
的
危
険
の
法
理
（
以
上
、
五
二
巻
三
・
四
号
）

第
三
章

Ｂ
Ｋ
Ａ
法
改
定
の
境
界
値
②
―
―
Ｉ
Ｔ
基
本
権
・
私
生
活
形
成
の
核
心
領
域
・
裁
判
官
留
保
（
以
上
、
五
三
巻
二
号
）

第
四
章

改
定
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
の
争
点

お
わ
り
に

（
以
上
、
本
号
）

第
四
章

改
定
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
の
争
点

本
章
で
は
、
二
〇
〇
八
年
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
改
定
の
立
法
動
向
、
法
構
造
、
及
び
各
争
点
に
お
け
る
議
論
状
況
を
確
認
し
た
上
で
、
ド
イ
ツ

治
安
法
制
に
と
っ
て
の
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
改
定
の
意
義
を
考
察
す
る
。

連
邦
刑
事
庁
（
Ｂ
Ｋ
Ａ
）
・
ラ
ス
タ
ー
捜
査
・
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
（
３
・
完
）
（
植
松
）

八
五



１

「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
判
決
後
の
治
安
法
制
の
動
向

ま
ず
、
連
邦
憲
法
裁
「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
判
決
後
の
バ
イ
エ
ル
ン
と
連
邦
に
お
け
る
治
安
法
制
を
め
ぐ
る
動
向
を
、「
オ
ン
ラ
イ
ン

捜
索
」
規
定
の
扱
い
に
絞
っ
て
確
認
し
て
お
こ（
１
）

う
。

（
１
）
バ
イ
エ
ル
ン

「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
判
決
以
前
か
ら
州
警
察
及
び
州
憲
法
擁
護
局
へ
の
「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
の
権
限
付
与

を
進
め
て
い
た
バ
イ
エ
ル
ン
政
府
は
、
判
決
が
示
し
た
基
準
を
踏
ま
え
た
州
警
察
職
務
法
及
び
州
憲
法
擁
護
法
の
改
正
法
案
を
州
議
会
に

提
出
し
（L

t-D
rs.

15/10345
v.

2.
4.

2008,
15/10313

v.
1.

4.
2008

）、
両
法
案
と
も
二
〇
〇
八
年
七
月
三
日
に
可
決
を
見
た
（L

t-D
rs.

15/10998
v.

3.
7.

2008,
15/10999

v.
3.

7.
2008.

た
だ
し
、
後
に
触
れ
る
よ
う
に
〇
九
年
に
再
改
定
）。

こ
の
〇
八
年
改
定
に
よ
り
新
設
さ
れ
た
警
察
官
職
務
法
三
四
ｄ
条
は
、
個
人
の
接
続
記
録
や
保
存
情
報
の
徴
取
目
的
で
の
Ｉ
Ｔ
シ
ス
テ

ム
へ
の
秘
密
の
侵
入
を
認
め
る
が
、
こ
の
措
置
は
、
①
「
連
邦
又
は
州
の
存
立
又
は
安
全
」
又
は
「
個
人
の
身
体
、
生
命
、
自
由
」
に
対

す
る「
差
し
迫
っ
た
危
険
」（dringende
G

efahr
）
の
防
除
に
必
要
な
場
合
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
（
一
項
一
文
一
号
）、
②
「
私
生
活
形

成
の
核
心
領
域
」
に
入
る
内
容
や
、
聖
職
者
、
弁
護
士
、
医
師
、
セ
ラ
ピ
ス
ト
等
の
刑
訴
法
五
三
条
で
規
定
さ
れ
た
証
言
拒
否
権
者
に
関

わ
る
内
容
の
デ
ー
タ
徴
取
が
禁
止
さ
れ
、
こ
れ
ら
が
徴
取
さ
れ
た
デ
ー
タ
に
含
ま
れ
て
い
る
手
掛
か
り
が
点
検
（D

urchsicht

）
に
よ
り

明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
い
抹
消
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
（
五
項
及
び
六
項
）、
及
び
③
同
法
三
四
条
四
項
の
家
宅
盗
聴

の
規
定
を
準
用
し
、
裁
判
官
の
令
状
留
保
が
原
則
と
し
て
確
保
さ
れ
て
い
る
（
四
項
一
文
）
な
ど
、「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
判
決
の
趣
旨

を
一
応
は
踏
ま
え
た
体
裁
に
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
①
同
法
三
〇
条
五
項
に
列
挙
す
る
「
重
大
な
犯
罪
」
を
根
拠
づ
け
る
「
具
体
的

な
準
備
行
為
」
の
あ
る
場
合
に
も
措
置
を
可
能
と
し
て
い
る
（
一
項
一
文
二
号
）、
②
右
危
険
に
責
任
が
あ
る
者
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、

危
険
責
任
者
へ
の
情
報
提
供
者
、
危
険
責
任
者
か
ら
の
情
報
受
領
者
、
及
び
第
三
者
提
供
者
に
加
え
、
さ
ら
に
危
険
責
任
者
の
下
に
あ
る

Ｉ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
の
利
用
者
ま
で
措
置
の
対
象
と
な
り
う
る
（
同
号
。
た
だ
し
刑
訴
法
上
の
証
言
拒
否
者
は
除
く
）、
③
「
切
迫
し
た
危
険
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の
場
合
」（bei

G
efahr

im
V

erzug

）
に
は
裁
判
所
の
令
状
を
要
求
し
て
い
な
い
（
四
項
二
文
）、
な
ど
の
点
で
措
置
の
拡
大
的
運
用
の
お

そ
れ
を
抱
え
て
い
た（
こ
れ
ら
の
問
題
点
は
、
同
様
の
内
容
を
含
む
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
改
定
の
審
議
の
際
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
）。

し
か
も
、
同
時
に
新
設
さ
れ
た
三
四
ｅ
条
は
、
シ
ス
テ
ム
侵
入
の
「
必
要
的
付
随
措
置
」
と
し
て
、
住
居
へ
の
秘
密
の
立
入
・
捜
索
を
可

能
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
基
本
法
一
三
条
四
項
の
要
件
を
充
た
さ
な
い
点
で
違
憲
の
疑
い
の
濃
い
規
定
で
あ
っ
た
。
併
せ
て
、「
極

め
て
重
大
な
法
益
に
対
す
る
具
体
的
な
危
険
の
事
実
上
の
手
掛
か
り
」
の
存
在
と
、
裁
判
官
の
令
状
を
条
件
に
、
州
憲
法
擁
護
局
に
対
し

て
「
秘
密
の
オ
ン
ラ
イ
ン
デ
ー
タ
徴
取
」
の
権
限
を
付
与
し
た
州
憲
法
擁
護
法
六
ｅ
条
（
及
び
必
要
的
付
随
措
置
に
関
す
る
六
ｇ
条
）

も
、
同
様
の
問
題
点
を
有
し
て
い（
２
）

た
。
な
お
、
州
法
の
整
備
と
並
行
し
て
、
さ
ら
に
バ
イ
エ
ル
ン
政
府
は
、
犯
罪
捜
査
目
的
の
「
オ
ン
ラ

イ
ン
捜
索
」
の
合
法
化
の
た
め
、
刑
訴
法
一
〇
〇
ｋ
条
新
設
を
連
邦
議
会
に
求
め
る
動
議
を
連
邦
参
議
院
に
提
出
す
る
と
い
う
動
き
も
み

せ
た
が
、
こ
れ
は
不
成
功
に
終
わ
っ
て
い
る
（B

R
D

rs.
365/08

von
4.7.2008

）。

し
か
し
、
二
〇
〇
八
年
秋
の
政
治
状
況
は
、
こ
の
よ
う
な
「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
へ
の
積
極
的
姿
勢
に
象
徴
さ
れ
る
バ
イ
エ
ル
ン
の
治

安
強
化
政
策
を
揺
る
が
す
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
バ
イ
エ
ル
ン
で
四
六
年
間
に
わ
た
り
単
独
政
権
を
維
持
し
て
き
た
Ｃ
Ｓ
Ｕ
は
、
〇

八
年
九
月
二
八
日
の
州
議
会
選
挙
で
過
半
数
を
割
り
込
む
ま
で
に
議
席
を
減
ら
し
、
こ
れ
ま
で
Ｃ
Ｓ
Ｕ
の
治
安
強
化
政
策
に
強
く
反
対
し

て
き
た
Ｆ
Ｄ
Ｐ
と
の
連
立
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
（
バ
イ
エ
ル
ン
Ｆ
Ｄ
Ｐ
の
党
首
は
市
民
的
自
由
へ
の
ア
フ
ェ
ク
シ
ョ
ン
の
持
主
と
し
て
知

ら
れ
る
Ｓ
・
ロ
イ
ト
ホ
イ
ザ
ー－

シ
ュ
ナ
レ
ン
ベ
ル
ガ（
３
）

ー
）。
連
立
協
議
で
は
、
と
く
に
「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
の
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
両

党
は
激
し
く
対
立
し
た
が
、
連
立
協
定
で
は
、「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
の
存
置
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
こ
れ
を
「
絶
対
的
な
例
外
」
と
定

位
し
、
か
か
る
性
格
に
相
応
し
い
規
律
と
運
用
の
在
り
方
の
見
直
し
を
明
言
す
る
と
い
う
玉
虫
色
の
合
意
に
こ
ぎ
つ
け（
４
）

た
。
こ
れ
に
よ
り

「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
は
延
命
し
た
も
の
の
、「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
と
の
関
連
で
の
住
居
へ
の
秘
密
の
立
入
り
権
限
は
将
来
的
に
は
廃
止

さ
れ
る
」、「
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
の
保
持
者
と
し
て
保
護
さ
れ
る
範
囲
に
、将
来
的
に
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
及
び
議
員
も
含
め
ら
れ
る
」

連
邦
刑
事
庁
（
Ｂ
Ｋ
Ａ
）
・
ラ
ス
タ
ー
捜
査
・
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
（
３
・
完
）
（
植
松
）

八
七



と
い
っ
た
具
体
的
な
改
善
事
項
が
盛
り
込
ま
れ
た
こ
と
は
、
Ｃ
Ｓ
Ｕ
の
「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
推
進
派
に
と
っ
て
大
き
な
障
碍
と
な
っ
た

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
連
立
合
意
の
線
で
州
警
察
法
、
州
憲
法
擁
護
法
、
州
デ
ー
タ
保
護
法
の
見
直
し
が
行
わ
れ
、
〇
九
年
七
月
一

四
日
成
立
の
改
定
法
（L

t-D
rs.16/1938

von
14.7.2008

）
に
よ
り
、「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
等
に
関
す
る
「
必
要
的
付
随
措
置
」
を
定

め
た
州
警
察
法
三
四
ｅ
条
及
び
州
憲
法
擁
護
法
六
ｇ
条
は
削
除
さ
れ
た
。
主
措
置
の
「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
を
規
定
し
た
同
三
四
ｄ
条

に
関
し
て
は
、
措
置
の
保
護
法
益
に
、「
そ
れ
が
脅
か
さ
れ
る
こ
と
が
人
の
生
存
の
基
盤
に
関
わ
る
よ
う
な
公
共
の
利
益
」
が
加
え
ら
れ

る
一
方
、「
重
大
な
犯
罪
」
の
準
備
行
為
に
対
す
る
措
置
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
当
該
措
置
は
、「
警
察
上
の
任
務
の
遂

行
が
他
の
方
法
で
は
見
込
み
が
な
い
又
は
困
難
な
場
合
に
」に
限
定
さ
れ
、措
置
の
比
例
性
を
強
調
し
た
規
定
に
変
更
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
２
）
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
の
改（
５
）

定

先
に
連
邦
内
務
省
が
公
表
し
て
い
た
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
改
定
試
案
（
シ
ョ
イ
ブ
レ
案
）
で
は
、
四
ａ
条
一
項
二

文
（
シ
ョ
イ
ブ
レ
案
に
お
け
る
条
文
番
号
だ
が
、
正
規
の
改
定
法
案
と
同
じ
。
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
後
述
）
に
基
づ
く
差
し
迫
っ
た

危
険
の
防
除
又
は
犯
罪
の
予
防
が
「
他
の
方
法
で
は
期
待
で
き
な
い
若
し
く
は
本
質
的
な
妨
げ
に
な
る
場
合
」
に
、
Ｂ
Ｋ
Ａ
に
「
当
事
者

の
認
識
が
無
く
と
も
、
技
術
上
の
手
段
の
自
動
稼
働
に
よ
り
Ｉ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
か
ら
デ
ー
タ
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
権
限
を
認
め
、

そ
の
対
象
も
、
警
察
法
上
の
行
為
責
任
者
と
状
態
責
任
者
（
連
邦
警
察
法
一
七
及
び
一
八
条
）
の
み
な
ら
ず
、「
当
該
有
責
者
の
発
し
た

同
人
に
関
わ
る
重
要
な
情
報
の
提
供
又
は
再
譲
渡
を
受
け
た
者
」、
さ
ら
に
、
有
責
者
が
利
用
し
て
い
る
Ｉ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
運
営
者
に
ま
で

拡
げ
て
い
た
。
し
か
し
連
邦
憲
法
裁
の
判
決
に
よ
り
、
連
邦
内
務
省
は
、
判
決
が
示
し
た
厳
格
な
基
準
に
法
案
を
合
わ
せ
る
こ
と
を
余
儀

な
く
さ
れ
た
。
こ
の
内
務
省
で
の
再
検
討
作
業
を
経
て
、
〇
八
年
六
月
二
〇
日
に
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
改
定
に
関
す
る
連
立
与
党
共
同
提
出
案
（B

T

-D
rs.16/9588

）
が
、
八
月
一
三
日
に
は
こ
れ
と
同
一
内
容
の
連
邦
政
府
案
（B

T
-D

rs.16/10121

）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
連
邦
議
会
に
提
出
さ

れ（
６
）

た
。

九
月
一
五
日
、
連
邦
議
会
内
務
委
員
会
は
与
党
会
派
提
出
案
に
対
す
る
専
門
家
公
聴
会
を
開
催
し
た
（B

T
-Protokoll

16/73

）。
公
述
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人
と
し
て
出
席
し
た
の
は
、
Ｐ
・
ダ
ー
テ
（
バ
イ
エ
ル
ン
州
刑
事
庁
長
官
）、
Ｈ
・
ガ
イ
ガ
ー
（
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
教
授
）、
Ｃ
・
グ

ズ
ィ（
ビ
ー
レ
フ
ェ
ル
ト
大
学
教
授
）、
Ｄ
・
ヘ
ッ
ク
マ
ン（
パ
ッ
サ
ウ
大
学
教
授
）、
Ｍ
・
ク
ッ
チ
ャ（
ベ
ル
リ
ン
行
政
司
法
大
学
教
授
）、

Ｃ
・
メ
ラ
ー
（
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
教
授
）、
Ｍ
・
メ
ス
ト
ル
（
バ
イ
ロ
イ
ト
大
学
教
授
）、
Ｒ
・
ポ
シ
ャ
ー
（
ボ
ー
フ
ム
大
学
教
授
）、

Ｆ
・
ロ
ッ
ガ
ー
ン
（
弁
護
士
・
人
権
擁
護
団
体
フ
マ
ニ
ス
テ
シ
ェ
・
ウ
ニ
オ
ン
幹
事
）、
Ｐ
・
シ
ャ
ー
（
連
邦
デ
ー
タ
保
護
監
督
官
）、
そ

し
て
Ｊ
・
ツ
ィ
エ
ル
ケ
（
Ｂ
Ｋ
Ａ
長
官
）
の
一
一
名
で
あ（
７
）

る
。
そ
こ
で
示
さ
れ
た
諸
見
解
に
対
す
る
メ
デ
ィ
ア
の
反
応
は
、「
憲
法
学
者

た
ち
も
憲
法
上
の
疑
義
は
な
い
と
判
断
し
た
」
と
い
う
受
け
止
め
方
で
あ
っ（
８
）

た
。
こ
の
よ
う
な
一
部
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
は
、
大
学
教
授
の

公
述
人
の
中
で
は
、
Ｆ
Ｂ
Ｉ
の
よ
う
な
包
括
的
な
権
限
を
持
つ
集
権
的
制
度
は
ド
イ
ツ
の
憲
法
状
況
で
は
認
め
ら
れ
な
い
と
法
改
定
の
基

調
に
対
し
て
か
な
り
踏
み
込
ん
だ
批
判
を
展
開
し
た
ク
ッ
チ（
９
）

ャ
を
別
に
す
る
と
、
治
安
強
化
派
の
メ
ス
ト
ル
は
も
と
よ
り
、
グ
ズ
ィ
や
ポ

シ
ャ
ー
の
よ
う
な
リ
ベ
ラ
ル
な
立
場
の
論
者
も
改
定
法
の
原
則
的
な
合
憲
性
を
承
認
し
て
い
る
の
で
確
か
に
誤
り
で
は
な
い
が
、
し
か
し

各
論
に
お
い
て
数
多
く
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
や
や
ミ
ス
リ
ー
ド
の
感
が
あ
る
。

法
改
定
に
つ
い
て
、
野
党
（
Ｆ
Ｄ
Ｐ
、
同
盟
九
〇
／
緑
の
党
、
左
翼
党
）
の
み
な
ら
ず
、
与
党
Ｓ
Ｐ
Ｄ
内
に
も
消
極
的
な
声
が
あ
っ
た

こ
と
は
前
章
で
も
触
れ
た
。
Ｓ
Ｐ
Ｄ
系
の
法
律
家
団
体
で
あ
る
社
会
民
主
主
義
法
律
家
協
会
（
Ａ
Ｓ
Ｊ
）
も
Ｂ
Ｋ
Ａ
へ
の
「
オ
ン
ラ
イ
ン

捜
索
」
権
付
与
に
反
対
す
る
声
明
を
出
し
て
い（
１０
）

る
。
メ
デ
ィ
ア
も
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
証
人
拒
否
権
が
保
障
さ
れ
て
い
な
い
点
を
中
心

に
改
定
法
案
へ
の
批
判
を
表
明
し（
１１
）

た
。
監
視
国
家
化
に
反
対
す
る
市
民
運
動
諸
団
体
の
統
一
行
動
「
不
安
に
代
わ
る
自
由
を
二
〇
〇
八

（Freiheit
statt

A
ngst

2008

）
―
監
視
狂
想
を
止
め
ろ
」
で
も
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
改
定
反
対
が
主
要
課
題
の
一
つ
と
さ
れ（
１２
）

た
。

こ
う
し
た
批
判
の
中
、
内
務
委
員
会
段
階
で
、
と
り
わ
け
批
判
の
強
い
「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
規
定
に
つ
い
て
は
二
〇
二
〇
年
末
ま
で

施
行
を
凍
結
す
る
こ
と
、
又
、「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
と
ラ
ス
タ
ー
捜
査
に
つ
い
て
施
行
五
年
後
に
事
後
評
価
（E

valuation

）
を
行
う
こ

と
が
取
り
決
め
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
微
修
正
を
経
て
、
一
一
月
一
二
日
の
本
会
議
採
決
で
も
与
党
Ｓ
Ｐ
Ｄ
議
員
の
一
部
造
反
（
二
〇
名
が

連
邦
刑
事
庁
（
Ｂ
Ｋ
Ａ
）
・
ラ
ス
タ
ー
捜
査
・
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
（
３
・
完
）
（
植
松
）
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反
対
、
六
名
が
棄
権
）
は
あ
っ
た
も
の
の
、
と
も
か
く
法
案
は
賛
成
多
数
に
よ
り
連
邦
議
会
を
通
過
し
て
い
る
（B

T
-Protkoll

16/186

）。

し
か
し
、
こ
の
流
れ
に
ス
ト
ッ
プ
を
か
け
た
の
が
、
州
議
会
で
躍
進
を
続
け
て
い
た
Ｆ
Ｄ
Ｐ
の
存
在
で
あ
っ
た
。
〇
八
年
九
月
ま
で
の
時

点
で
Ｆ
Ｄ
Ｐ
は
、
バ
ー
デ
ン＝

ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
グ
、
Ｎ
Ｒ
Ｗ
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
と
い
う
表
決
権
の
多
い
州
で
連
立
に
加
わ
っ
て
お

り
、
さ
ら
に
、
一
〇
月
か
ら
の
バ
イ
エ
ル
ン
州
で
の
連
立
政
府
へ
の
参
加
に
よ
り
、
連
邦
参
議
院
に
お
い
て
大
き
な
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を

発
揮
す
る
条
件
を
整
え
て
い
た
の
で
あ（
１３
）

る
。
加
え
て
、
シ
ョ
イ
ブ
レ
の
強
引
な
政
治
手
法
へ
の
反
発
も
あ
り
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
が
内
相
ポ
ス
ト
を

占
め
る
州
も
法
案
反
対
の
態
度
を
示
す
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
参
議
院
で
の
審
議
直
前
に
ポ
ツ
ダ
ム
で
開
か
れ
た
連
邦
・
各
州
内
相
連
絡

会
議
の
場
で
は
、
法
案
成
立
へ
の
協
力
を
求
め
る
シ
ョ
イ
ブ
レ
の
訴
え
に
対
し
て
、
ザ
ク
セ
ン＝

ア
ン
ハ
ル
ト
や
ベ
ル
リ
ン
の
内
相
は
公

然
と
反
対
の
立
場
を
表
明
し（
１４
）

た
。
果
せ
る
か
な
、
一
一
月
二
八
日
、
連
邦
参
議
院
は
法
案
へ
の
同
意
を
拒
否
し
、
一
部
の
州
が
求
め
て
い

た
両
院
合
同
協
議
会
の
召
集
（
基
本
法
七
七
条
二
項
）
す
ら
否
決
し
た
（B

R
-D

rs.851/08

）。
こ
の
た
め
合
同
協
議
会
は
、
同
じ
く
召
集

権
を
有
す
る
連
邦
政
府
自
ら
が
召
集
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
（B

T
-D

rs.16/11227

）。
と
は
い
え
、
両
院
合
同
協
議
会

で
の
協
議
は
連
邦
政
府＝

連
邦
議
会
側
の
ペ
ー
ス
で
運
び
、
①
Ｂ
Ｋ
Ａ
の
任
務
の
限
定
性
の
明
確
化
、
②
い
わ
ゆ
る「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」

措
置
に
お
け
る
、「
切
迫
し
た
危
険
の
場
合
」
の
裁
判
官
留
保
の
例
外
規
定
（
Ｂ
Ｋ
Ａ
長
官
の
緊
急
措
置
権
）
の
削
除
、
③
「
私
生
活
の

核
心
領
域
」
保
護
に
関
す
る
裁
判
所
に
よ
る
指
揮
下
で
の
点
検
規
定
の
挿
入
、
と
い
う
三
点
の
み
を
も
っ
て
連
邦
参
議
院
側
が
修
正
案
に

応
じ
て
い
る（B

T
-D

rs.16/11391

）。
連
邦
参
議
院
内
で
は
、
こ
の
修
正
案
へ
の
反
対
意
見
も
出
た
が
、
多
数
派
は
こ
れ
を
受
け
入
れ（B

R

-D
rs.853/08 （

１５
））、

一
二
月
一
九
日
の
両
院
で
の
承
認
を
経
て
、「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
に
関
す
る
二
〇
ｋ
条
を
除
く
部
分
が
二
〇
〇
九
年
一

月
一
日
に
発
効
し
た
の
で
あ
る
（B

G
B

l
I

S.308

）。
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２

〇
八
年
改
定
の
概
要
と
立
法
趣
旨

こ
こ
で
は
、
〇
八
年
改
定
の
内
容
を
概
観
し
、
そ
の
特
徴
を
把
握
す
る
（
以
下
、
特
記
な
い
限
り
、
条
文
番
号
は
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
の
そ
れ
を

指
す
）。

改
正
法
提
出
理
由
書
に
よ
れ
ば
、
今
回
の
改
定
の
趣
旨
は
基
本
法
七
三
条
一
項
九
ａ
号
に
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
を
対
応
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ

り
、
こ
れ
に
よ
り
「
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
領
域
で
の
危
険
防
除
は
最
適
化
さ
れ
改
善
さ
れ
る
」
と
し
て
い
る
（B

T
-D

rs.16/9588,
S.

14
;

16/10121
S.16

）。
そ
の
た
め
新
設
さ
れ
た
四
ａ
条
で
は
、
ま
ず
、
Ｂ
Ｋ
Ａ
の
任
務
と
し
て
「
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
危
険
の
防
除
」
が
明

記
さ
れ
、
そ
の
活
動
要
件
も
基
本
法
に
対
応
し
て
、
①
州
を
ま
た
ぐ
危
険
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
②
州
警
察
官
庁
の
管
轄
権
が
認
識
で

き
な
い
こ
と
、
若
し
く
は
③
州
最
高
官
庁
が
権
限
移
譲
を
求
め
て
い
る
こ
と
、
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
一
項
一
文
）。
の
み
な
ら
ず
、
右

任
務
の
範
囲
内
で
は
、
刑
法
一
二
九
ａ
条
一
項
及
び
二
項
の
定
め
る
犯
罪
（
著
し
い
方
法
で
の
住
民
へ
の
威
嚇
、
暴
力
若
し
く
は
暴
力
の

脅
迫
に
よ
り
官
庁
又
は
国
際
機
関
を
違
法
に
利
用
す
る
こ
と
、
国
家
又
は
国
際
機
関
の
政
治
上
、
憲
法
上
、
経
済
上
、
社
会
上
の
基
盤
構

造
を
破
壊
又
は
著
し
く
毀
損
し
、
及
び
同
種
の
犯
罪
行
為
若
し
く
は
そ
の
効
果
に
よ
り
国
家
又
は
国
際
機
関
を
著
し
く
損
な
う
こ
と
）
の

未
然
予
防
（V

erhütung

）
も
Ｂ
Ｋ
Ａ
の
任
務
と
さ
れ
た
（
同
二
文
）。
す
な
わ
ち
、「
国
際
的
テ
ロ
リ
ズ
ム
」
の
具
体
的
な
危
険
防
除
に

加
え
、
特
定
の
「
テ
ロ
犯
罪
の
未
然
予
防
」
の
権
限
が
Ｂ
Ｋ
Ａ
に
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
法
は
、
Ｂ
Ｋ
Ａ
へ
の
新
た
な
権
限

付
与
が
連
邦
情
報
庁
（
Ｂ
Ｎ
Ｄ
）
な
ど
の
連
邦
の
他
の
治
安
機
関
や
州
警
察
の
従
来
の
権
限
を
変
更
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
明
記
し
、

又
、
Ｂ
Ｋ
Ａ
が
当
該
権
限
を
行
使
す
る
に
際
し
て
は
、
こ
れ
ら
並
行
権
限
を
持
つ
機
関
へ
の
報
告
を
義
務
付
け
て
い
る（
四
ａ
条
二
項
）。

右
の
事
項
を
前
提
に
法
は
、
Ｂ
Ｋ
Ａ
に
対
し
て
以
下
の
よ
う
な
権
限
を
付
与
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
個
人
に
関
す
る
デ
ー
タ
の
徴
取

（
二
〇
ｂ
条
）、
尋
問
（
二
〇
ｃ
条
）、
身
元
確
認
（
二
〇
ｄ
条
）、
連
邦
警
察
法
二
四
条
三
項
の
鑑
識
事
務
的
措
置
（erkenungsdienstliche

M
a
β

nahm
e

）（
二
〇
ｅ
条
）、
召
喚
（
二
〇
ｆ
条
）、「
特
別
の
手
段
」（
長
期
的
監
視
、
又
は
覆
面
捜
査
員
若
し
く
は
協
力
員
の
利
用
等
）

連
邦
刑
事
庁
（
Ｂ
Ｋ
Ａ
）
・
ラ
ス
タ
ー
捜
査
・
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
（
３
・
完
）
（
植
松
）
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に
よ
る
デ
ー
タ
徴
取
（
二
〇
ｇ
条
）、
住
居
内
又
は
住
居
外
か
ら
の
盗
聴
（
二
〇
ｈ
条
）、
個
人
監
視
の
目
的
で
の
個
人
に
関
す
る
デ
ー

タ
等
の
保
存
（A

usschreibung （
１６
））（

二
〇
ｉ
条
）、
予
防
的
ラ
ス
タ
ー
捜
査
（
二
〇
ｊ
条
）、「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」（
Ｉ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
へ
の

秘
密
の
侵
入
）（
二
〇
ｋ
条
）、
電
気
通
信
監
視
（
二
〇
ｌ
条
）、
電
気
通
信
接
続
・
通
信
記
録
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ア
ク
セ
ス
記
録
等

の
秘
密
の
デ
ー
タ
徴
取
（
二
〇
ｍ
条
）、
Ｉ
Ｍ
Ｓ
Ｉ
キ
ャ
ッ
チ
ャ（
１７
）

ー
（
二
〇
ｎ
条
）、
一
時
的
な
退
去
及
び
立
入
禁
止
命
令
（
二
〇
ｏ
条
）、

勾
留
（
二
〇
ｐ
条
）、
人
及
び
物
の
捜
索
（
二
〇
ｑ
条
及
び
二
〇
ｒ
条
）、
物
の
押
収
（
二
〇
ｓ
条
）、
住
居
へ
の
立
入
及
び
捜
索
（
二
〇

ｔ
条
）、
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
危
険
防
除
の
た
め
の
標
準
措
置
の
み
な
ら
ず
、
盗
聴
や
予
防
的
ラ
ス
タ
ー
捜
査
等
の
犯
罪
予
防
の
た
め

の
情
報
収
集
措
置
に
つ
い
て
、「
国
際
テ
ロ
」
の
危
険
防
除
と
「
テ
ロ
犯
罪
の
未
然
予
防
」
と
い
う
任
務
的
限
定
が
あ
る
と
は
い
え
、
州

警
察
と
同
じ
権
限
を
―
―
さ
ら
に
、
州
警
察
法
レ
ベ
ル
で
は
な
お
一
般
的
で
は
な
い
「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
も
含
め
て
―
―
Ｂ
Ｋ
Ａ
は
認

め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
Ｂ
Ｋ
Ａ
は
こ
れ
ら
の
措
置
を
通
じ
て
徴
取
し
た
個
人
に
関
す
る
情
報
を
、
一
定
の
要
件
の
下
で
連
邦
並
び
に
各

州
の
警
察
機
関
及
び
そ
の
他
の
官
庁
に
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
二
〇
ｖ
条
）。
措
置
対
象
者
の
認
識
無
く
講
じ
ら
れ
る
二
〇
ｇ
条
乃

至
二
〇
ｎ
条
の
措
置
は
、
一
定
の
要
件
の
下
で
、
当
事
者
へ
の
通
知
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
（
二
〇
ｗ
条
）。
な
お
、
二
〇
ａ
条
の
概

括
規
定
に
よ
り
、
上
述
二
〇
ｂ
条
以
下
の
諸
措
置
以
外
に
も
、
四
ａ
条
に
基
づ
く
任
務
遂
行
の
範
囲
内
で
危
険
（
二
〇
ａ
条
の
定
義
に
よ

れ
ば
、「
四
ａ
条
一
項
二
文
に
基
づ
く
犯
罪
と
関
連
し
、
公
共
の
安
全
に
と
っ
て
の
個
別
具
体
的
事
案
に
お
い
て
存
在
す
る
危
険
」）防
除

の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。「
こ
れ
ら
の
権
限
は
、
危
険
防
除
の
領
域
で
連
邦
警
察
及
び
各
州
警
察

の
権
限
に
大
幅
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
り
、
且
つ
、
そ
の
際
に
は
、
近
時
の
憲
法
裁
判
所
の
諸
判
決
へ
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
」
と
改
正

法
提
出
理
由
書
で
は
説
明
さ
れ
て
い
る
（B

T
-D

rs.16/9588,
S.14

;
16/10121

S.16

）。
た
だ
、
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
列
挙
さ
れ
た

権
限
カ
タ
ロ
グ
は
著
し
く
多
様
・
包
括
的
な
た
め
、「
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
四
ａ
条
と
い
う
極
め
て
限
定
さ
れ
た
侵
害
権
限
の
範
囲
内
で
は
、
Ｂ
Ｋ

Ａ
は
事
実
上
…
全
て
の
こ
と
を
講
じ
る
権
限
を
持
っ
て
い（
１８
）

る
」
と
い
え
、
と
り
わ
け
情
報
収
集
手
段
の
質
的
・
量
的
拡
大
が
如
実
に
見
ら
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れ
る
。
そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
、「
九
・
一
一
事
件
」
以
来
の
「
イ
ス
ラ
ム
過
激
派
」
に
よ
る
「
国
際
的
テ
ロ
リ
ズ
ム
」
の
脅
威
は
続
い

て
お
り
、
仮
に
現
在
の
ド
イ
ツ
で
具
体
的
な
攻
撃
計
画
の
手
が
か
り
が
存
在
し
な
く
と
も
、
い
つ
何
時
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
で
「
テ
ロ
」
攻
撃

が
起
こ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
と
い
っ
た
、「
九
・
一
一
ラ
ス
タ
ー
捜
査
」
の
際
に
語
ら
れ
た
「
持
続
性
の
危
険
」
論
を
彷
彿
さ
せ
る

現
状
認
識
で
あ
ろ（
１９
）

う
。
二
〇
〇
七
年
の
ザ
ウ
ア
ー
ラ
ン
ト
グ
ル
ッ
ペ
事
件（
二
〇
〇
七
年
九
月
に
Ｎ
Ｒ
Ｗ
州
の
ザ
ウ
ア
ー
ラ
ン
ト
で
イ
ス

ラ
ム
過
激
派
グ
ル
ー
プ
「
イ
ス
ラ
ム
聖
戦
同
盟
」（
Ｉ
Ｊ
Ｕ
）
に
属
す
る
三
名
の
人
物
が
国
外
テ
ロ
団
体
加
入
罪
（
刑
法
一
二
九
ｂ
条
）
等

の
容
疑
で
逮
捕
﹇
後
に
協
力
者
と
し
て
さ
ら
に
一
名
が
ト
ル
コ
で
拘
束
﹈
さ
れ
た
事（
２０
）

件
）
は
、
ド
イ
ツ
国
内
で
「
テ
ロ
」
の
謀
議
が
実
際

に
行
わ
れ
て
い
た
事
実
と
伴（
２１
）

に
、
犯
罪
を
未
然
に
予
防
す
る
こ
と
に
な
っ
た
米
Ｃ
Ｉ
Ａ
と
連
携
し
た
Ｂ
Ｎ
Ｄ
や
連
邦
憲
法
擁
護
庁
（
Ｂ
Ｖ

ｆ
Ｓ
）
の
情
報
収
集
の
実
績
を
宣
伝
す
る
こ
と
に
な
り
、
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
案
推
進
側
に
と
っ
て
は
格
好
の
有
利
な
事
例
に
な
っ
た
と
い
え（
２２
）

る
。

３

Ｂ
Ｋ
Ａ
法
改
定
の
争
点
の
検
討
①
―
―
と
く
に
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
に
つ
い
て

以
下
で
は
法
改
定
の
争
点
を
整
理
・
考
察
す
る
が
、
本
稿
の
関
心
の
一
つ
が
今
回
の
法
改
定
と
連
邦
憲
法
裁
判
決
と
の
関
係
を
確
認
す

る
と
こ
ろ
に
あ
る
こ（
２３
）

と
、
加
え
て
、
い
わ
ゆ
る
「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
は
今
回
の
法
改
定
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
メ
デ
ィ
ア
等
で
は
扱

わ
れ
て
き
た
こ
と
を
鑑
み
、
法
改
定
全
体
の
検
討
に
先
立
ち
、
ま
ず
は
「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」（
す
な
わ
ち
「
Ｉ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
へ
の
秘
密
の

侵
入
」﹇verdeckter
E

ingriff
in

inform
ationstechnishe

System
e

﹈）を
授
権
し
た
二
〇
ｋ
条
）
を
別
個
に
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
。

（
１
）
二
〇
ｋ
条
の
構
成

い
わ
ゆ
る
「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
を
授
権
し
た
二
〇
ｋ
条
は
、
以
下
の
よ
う
な
構
造
と
な
っ
て
い
る
。

①
措
置
の
要
件

Ｂ
Ｋ
Ａ
は
、「
人
の
健
康
、
生
命
若
し
く
は
自
由
」
又
は
「
そ
の
脅
威
が
、
国
家
の
基
盤
若
し
く
は
存
立
、
又
は
人

の
生
存
の
基
盤
に
関
わ
る
よ
う
な
公
共
の
利
益
」
に
対
す
る
危
険
が
存
在
す
る
と
い
う
推
定
を
特
定
の
事
実
が
正
当
化
す
る
場
合
、「
当

事
者
の
認
識
が
無
く
と
も
、
技
術
的
手
段
を
用
い
て
当
事
者
が
利
用
す
る
Ｉ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
に
侵
入
し
、
そ
の
デ
ー
タ
を
徴
取
す
る
こ
と
が

連
邦
刑
事
庁
（
Ｂ
Ｋ
Ａ
）
・
ラ
ス
タ
ー
捜
査
・
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
（
３
・
完
）
（
植
松
）

九
三



で
き
る
」（
一
項
一
文
）。
又
、「
措
置
の
実
施
が
無
け
れ
ば
近
い
将
来
に
お
い
て
損
害
が
発
生
す
る
と
い
う
十
分
な
蓋
然
性
は
い
ま
だ
確
認

で
き
な
い
場
合
で
も
、
個
別
具
体
的
事
案
に
お
い
て
特
定
の
人
物
に
よ
り
脅
か
さ
れ
て
い
る
、
第
一
文
で
掲
げ
た
法
益
の
一
つ
に
対
す
る

危
険
を
特
定
の
事
実
が
示
し
て
い
る
場
合
に
は
、
第
一
文
に
基
づ
く
措
置
が
認
め
ら
れ
る
」（
同
二
文
）。
措
置
は
、
四
ａ
条
に
基
づ
く
任

務
遂
行
の
た
め
に
必
要
で
、
当
該
措
置
が
無
け
れ
ば
任
務
遂
行
が
本
質
的
に
困
難
に
な
る
場
合
に
限
定
さ
れ
る
（
同
三
文
）。

②
措
置
の
対
象

措
置
の
対
象
は
、
連
邦
警
察
法
一
七
条
及
び
一
八
条
が
定
め
る
行
為
責
任
及
び
状
態
責
任
を
有
す
る
人
物
に
限
定
さ

れ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
人
物
が
関
わ
る
こ
と
が
不
可
避
の
場
合
も
、
当
該
措
置
が
認
め
ら
れ
る
（
二
〇
ｋ
条
四
項
）。

③
対
象
と
な
る
シ
ス
テ
ム
の
安
全
性
確
保
及
び
個
人
情
報
保
護
へ
の
配
慮

Ｉ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
な
さ
れ
る
変
更
は
デ
ー
タ
徴
取

の
た
め
に
不
可
欠
な
も
の
に
限
ら
れ
る
こ
と
、
又
、
措
置
終
了
時
に
は
、
行
わ
れ
た
変
更
が
技
術
的
に
可
能
な
限
り
自
動
的
に
回
復
さ
れ

る
こ
と
が
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二
〇
ｋ
条
二
項
一
文
）。
用
い
ら
れ
た
手
段
の
無
権
限
の
利
用
か
ら
の
保
護
、
及
び
複
製
さ

れ
た
デ
ー
タ
の
変
更
、
無
権
限
の
抹
消
並
び
に
無
権
限
の
情
報
獲
得
か
ら
の
保
護
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
二
文
）。

④
記
録
の
義
務

措
置
に
際
し
て
は
手
段
の
名
称
、
実
施
日
時
、
予
定
さ
れ
て
い
る
シ
ス
テ
ム
へ
の
変
更
、
実
施
主
体
等
が
記
録
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
記
録
の
利
用
は
措
置
対
象
者
又
は
権
限
あ
る
公
的
機
関
に
よ
る
措
置
の
適
法
性
審
査
の
場
合
に
限
定
さ
れ
、

一
年
後
に
自
動
消
去
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二
〇
ｋ
条
三
項
）。

⑤
裁
判
官
留
保

措
置
は
「
連
邦
刑
事
庁
長
官
又
は
そ
の
代
理
の
申
立
に
基
づ
き
裁
判
所
に
よ
っ
て
の
み
命
令
さ
れ
」（
二
〇
ｋ
条
五

項
）、
こ
の
命
令
は
書
面
で
な
さ
れ
、
且
つ
書
面
中
に
は
、
措
置
対
象
の
人
物
（
可
能
で
あ
れ
ば
姓
名
及
び
住
所
）、
対
象
と
な
る
Ｉ
Ｔ
シ

ス
テ
ム
、
措
置
の
方
法
、
範
囲
並
び
に
期
間
、
及
び
措
置
の
基
本
的
な
理
由
が
明
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
六
項
一
文
）。

こ
の
命
令
の
期
間
は
三
ヵ
月
を
越
え
て
は
な
ら
ず
、
さ
ら
に
三
ヵ
月
の
再
延
長
の
み
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
（
同
二
文
、
三
文
）、
命
令

の
条
件
が
消
滅
し
た
場
合
に
は
直
ち
に
措
置
を
終
了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
四
文
）。
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⑥
核
心
領
域
保
護

「
措
置
に
よ
り
私
生
活
形
成
の
核
心
領
域
か
ら
の
情
報
ば
か
り
が
（allein

E
rkenntnisse

aus
dem

K
ernbereich

privater
L

ebensgestaltung

）
獲
得
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
推
定
す
る
事
実
上
の
手
が
か
り
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
措
置
は
許
さ
れ
な

い
」（
二
〇
ｋ
条
七
項
一
文
）。
又
、「
可
能
な
限
り
私
生
活
の
核
心
領
域
に
関
わ
る
デ
ー
タ
が
徴
取
さ
れ
な
い
こ
と
が
技
術
上
確
保
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
同
二
文
）。
徴
取
さ
れ
た
デ
ー
タ
は
、
命
令
を
発
し
た
裁
判
所
の
個
別
的
指
揮
の
下
、
Ｂ
Ｋ
Ａ
の
（
い
か
な
る
指
揮

に
も
拘
束
さ
れ
な
い
）
情
報
保
護
監
督
官
及
び
連
邦
刑
事
庁
の
二
名
の
職
員
（
そ
の
内
の
一
名
は
裁
判
官
の
資
格
を
持
つ
者
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
）
に
よ
り
核
心
領
域
に
関
係
し
て
い
な
い
か
に
つ
い
て
速
や
か
に
点
検
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
三
文
及
び
四
文
）。

私
生
活
形
成
の
核
心
領
域
に
関
わ
る
デ
ー
タ
は
利
用
さ
れ
ず
に
「
速
や
か
に
抹
消
」
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
五
文
）。
デ
ー
タ
の

徴
取
・
抹
消
の
事
実
は
文
書
化
さ
れ
、
そ
の
利
用
は
個
人
情
報
保
護
の
観
点
か
ら
の
統
制
の
目
的
に
限
定
さ
れ
、
当
該
目
的
に
と
っ
て
の

必
要
性
が
消
滅
し
た
時
点
（
遅
く
と
も
文
書
の
出
た
一
年
後
ま
で
）
で
文
書
は
抹
消
さ
れ
る
（
同
六
文
及
び
七
文
）。

（
２
）「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
規
定
に
お
け
る
連
邦
憲
法
裁
判
決
の
影
響

そ
れ
で
は
、
二
〇
ｋ
条
に
は
、
連
邦
憲
法
裁
「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
判
決
の
基
準
（
と
く
に
、
①
極
め
て
重
大
な
法
益
に
対
す
る
具
体

的
危
険
の
要
件
、
②
私
生
活
の
核
心
領
域
の
二
段
階
保
障
、
③
裁
判
官
留
保
）
が
ど
の
程
度
、
又
、
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
以
下
、
こ
の
点
を
確
認
・
検
討
し
て
い
く
。

極
め
て
重
大
な
法
益
に
対
す
る
具
体
的
危
険
―
―
侵
害
境
界
値
に
関
し
て
は
、「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
判
決
の
文
言
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま

用
い
ら
れ
て
い
る
。
立
法
者
が
自
ら
制
度
形
成
し
よ
う
と
い
う
意
欲
を
欠
い
て
い
る
点
に
は
批
判
も
あ
る（
２４
）

が
、
法
案
提
出
者
と
し
て
は
Ｎ

Ｒ
Ｗ
州
議
会
の
轍
を
踏
ま
な
い
た
め
に
慎
重
を
期
し
た
わ
け
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
は
、
厳
し
い
条
件
付
き
と
は
い
え
「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜

索
」
が
存
続
す
る
余
地
を
残
し
た
の
で
あ
り
、
と
く
に
具
体
的
危
険
の
存
在
を
措
置
の
前
提
と
し
な
が
ら
、
近
い
将
来
に
お
け
る
危
険
発

生
の
十
分
な
蓋
然
性
と
い
う
同
概
念
の
構
成
要
素
に
つ
い
て
、
一
定
の
条
件
（
す
な
わ
ち
、
①
個
別
具
体
的
事
案
、
②
特
定
の
人
物
、
③

連
邦
刑
事
庁
（
Ｂ
Ｋ
Ａ
）
・
ラ
ス
タ
ー
捜
査
・
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
（
３
・
完
）
（
植
松
）

九
五



事
実
上
の
手
が
か
り
の
存
在
）
が
あ
れ
ば
、
か
か
る
蓋
然
性
を
求
め
な
い
か
た
ち
で
、
実
際
に
は
具
体
的
危
険
概
念
を
「
緩（
２５
）

和
」
し
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
立
法
者
が
こ
の
基
準
に
準
拠
す
る
の
は
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
と
は
い
え
る
。
し
か
し
、
二
〇
ｋ
条
に
つ
い
て
「
オ
ン

ラ
イ
ン
捜
索
」
判
決
を
遵
守
し
た
内
容
と
解
す
る
見（
２６
）

解
に
対
し
て
は
、
同
判
決
が
、
な
お
も
特
定
可
能
な
危
険
惹
起
者
と
措
置
対
象
者
と

の
明
確
な
同
一
性
を
厳
に
要
求
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
二
〇
ｋ
条
の
基
準
は
か
か
る
判
決
の
基
準
す
ら
下
回
っ
て
い
る
と
い
う
違
憲

論
が
対
置
可
能
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
同
条
が
措
置
対
象
者
に
つ
い
て
警
察
法
上
の
行
為
責
任
者
・
状
態
責
任
者
概
念
を
用
い
た
こ
と
に
よ

り
、
Ｉ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
の
所
有
者
や
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
な
ど
へ
と
対
象
範
囲
が
無
制
限
に
拡
大
す
る
お
そ（
２７
）

れ
、
さ
ら
に
―
―
措
置
対
象
者
の
シ

ス
テ
ム
だ
け
に
限
定
し
た
侵
入
が
技
術
上
難
し
い
と
い
う
問
題
点
を
度
外
視
す
る
と
し
て
も
―
―
措
置
対
象
と
な
る
パ
ソ
コ
ン
の
範
囲
の

不
明
確
さ
に
よ
る
対
象
拡
大
の
お
そ
れ
が
生
じ
て
い
る
点
が
批
判
さ
れ
て
い（
２８
）

る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
条
が
従
来
のStörer

概（
２９
）

念
が
妥
当

す
る
連
邦
警
察
法
一
七
条
及
び
一
八
条
に
依
拠
し
て
い
る
点
を
捉
え
、
少
な
く
と
も
「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
は
具
体
的
危
険
の
存
在
を
要

件
と
す
る
と
い
う
合
憲
限
定
解
釈
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
見
解
も
あ（
３０
）

る
。

こ
れ
ら
の
批
判
は
改
定
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
の
連
邦
憲
法
裁
の
「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
判
決
か
ら
の
逸
脱
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
も
そ

も
「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
判
決
の
危
険
概
念
自
体
を
問
題
視
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
島
田
茂
は
、
ま
ず
、「
オ
ン
ラ
イ

ン
捜
索
」
判
決
が
「
近
い
将
来
に
お
け
る
侵
害
発
生
の
十
分
な
蓋
然
性
」
を
要
求
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
特
定
の
事
実
に
基
づ
き
事
態
の

推
移
を
「
時
間
的
に
見
通
せ
る
」
と
定
式
す
る
こ
と
で
、
時
間
的
近
接
性
の
要
件
を
な
お
も
維
持
し
た
の
に
対
し
、
改
定
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
に
お

い
て
は
、
時
間
的
近
接
性
の
要
件
が
明
確
に
放
棄
さ
れ
、
伝
統
的
な
具
体
的
危
険
概
念
の
部
分
的
修
正
か
ら
の
大
き
な
逸
脱
が
あ
る
と
判

断
し
て
い（
３１
）

る
。
し
か
し
、
同
時
に
島
田
は
、
こ
の
連
邦
憲
法
裁
に
よ
る
危
険
概
念
の
「
部
分
的
修
正
」
を
、「
具
体
的
危
険
概
念
の
な
か

に
包
摂
さ
れ
た
人
的
危
険
概
念
は
、
時
間
的
近
接
性
要
件
の
緩
和
と
連
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
具
体
的
危
険
概
念
を
予
防
警
察
的
危
険

概
念
の
一
種
に
変
質
さ
せ
る
重
要
な
契（
３２
）

機
」
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
変
質
」
に
よ
っ
て
、
改
定
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
に
み
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ら
れ
る
よ
う
な
立
法
者
に
よ
る
危
険
概
念
に
お
け
る
時
間
的
近
接
性
の
放
棄
は
、
す
で
に
不
可
避
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
か
か
る
「
変
質
」
に
批
判
的
な
島
田
と
は
異
な
り
、「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
判
決
を
連
邦
憲
法
裁
に
よ
る
危
険
前
段

階
で
の
具
体
的
危
険
の
放
棄
と
捉
え
、こ
れ
を
肯
定
的
に
受
け
容
れ
る
と
同
時
に
、Ｂ
Ｋ
Ａ
法
二
〇
ｋ
条
の
憲
法
適
合
性
も
承
認
す
る
Ｍ
・

メ
ス
ト
ル
の
理（
３３
）

解
が
よ
く
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
規
定
の
危
険
概
念
を
め
ぐ
る
評
価
の
相
違
を
お
く
と
し
て
も
、
秘
密
裏
の
措
置
で
あ
り
侵
害
強
度

の
点
で
性
質
の
異
な
ら
な
い
聴
覚
的
・
視
覚
的
住
居
監
視
（
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
二
〇
ｈ
条
）
の
侵
害
境
界
値
（
重
大
な
法
益
に
対
す
る
「
さ
し
迫
っ

た
危
険
」）と
比
較
し
て
、
前
者
の
境
界
値
が
よ
り
低
く
設
定
さ
れ
て
い
る
点
の
説
明
が
つ
か
な
い
と
い
う
指
摘
も
あ（
３４
）

る
。

②
私
生
活
の
核
心
領
域
―
―
当
初
の
与
党
法
案
・
政
府
法
案
は
、「
私
生
活
の
核
心
領
域
に
か
ら
の
情
報
」
の
混
入
に
関
す
る
点
検
は

二
名
の
Ｂ
Ｋ
Ａ
職
員
が
行
う
と
定
め
て
い
た
が
、
独
立
性
が
疑
わ
し
い
と
い
う
批
判
が
強
く
、
裁
判
官
に
よ
る
個
別
指
揮
の
下
で
Ｂ
Ｋ
Ａ

デ
ー
タ
保
護
監
督
官
と
二
名
の
職
員
が
行
う
と
改
め
ら
れ
た
（
二
〇
ｋ
条
七（
３５
）

項
）。
核
心
領
域
の
二
段
階
保
障
に
つ
い
て
は
、
措
置
が
禁

止
さ
れ
る
の
は
当
該
措
置
が
「
私
生
活
の
核
心
領
域
か
ら
の
情
報
」
だ
け
に
及
ぶ
場
合
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
他
方
、
聴
覚
的
・
視
覚
的

住
居
監
視
を
授
権
し
た
二
〇
ｈ
条
五
項
に
は
そ
の
よ
う
な
限
定
が
無
い
こ
と
に
比
せ
ば
、
本
項
措
置
の
核
心
領
域
保
護
の
緩
和
が
意
図
的

に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
複
雑
・
多
様
な
Ｉ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
か
ら
の
情
報
徴
取
の
段
階
で
「
私
生
活
の
核
心

領
域
か
ら
の
情
報
」
だ
け
を
徴
取
し
な
い
と
い
う
の
は
事
実
上
不
可
能
で
あ
り
、
こ
の
種
の
保
護
は
―
―
前
章
で
指
摘
し
た
、
絶
対
的
保

護
と
二
段
階
保
護
コ
ン
セ
プ
ト
の
ア
ポ
リ
ア
は
不
問
に
し
て
も
―
―
「
空
虚
な
も
の
」
だ
と
い
う
批
判
が
強（
３６
）

い
点
も
理
解
で
き
る
と
こ
ろ

と
い
え
る
。

③
裁
判
官
留
保
―
―
二
〇
ｋ
条
五
項
に
は
、
当
初
の
与
党
法
案
・
政
府
法
案
の
段
階
で
は
、
第
二
文
以
降
に
、「
切
迫
し
た
危
険
の
場

合
に
は
、
連
邦
刑
事
庁
長
官
又
は
そ
の
代
理
の
手
で
命
令
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
速
や
か
に
裁
判
所
の
事
後
的
な
決
定
が

連
邦
刑
事
庁
（
Ｂ
Ｋ
Ａ
）
・
ラ
ス
タ
ー
捜
査
・
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
（
３
・
完
）
（
植
松
）

九
七



な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
命
令
が
三
日
以
内
に
裁
判
所
に
よ
り
承
認
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
措
置
は
失
効
す
る
」
と
い
う
例
外

規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
連
邦
憲
法
裁
が
「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
の
よ
う
な
基
本
権
侵
害
強
度
の
強
い
措
置
が
比
例
性
を
維
持
す
る
た

め
に
不
可
欠
と
考
え
た
に
裁
判
官
留
保
を
、「
切
迫
し
た
危
険
」
の
下
と
は
い
え
、
骨
抜
き
に
し
て
し
ま
う
こ
の
例
外
規
定
は
、
法
案
審

議
段
階
で
最
も
批
判
さ
れ
た
点
の
一
つ
で
あ
り
、
先
に
見
え
て
き
た
と
お
り
連
邦
参
議
院
の
不
同
意
後
の
協
議
の
結
果
、
削
除
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
改
善
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
運
用
上
は
、
専
門
的
知
識
と
経
験
を
有
す
る
Ｂ
Ｋ
Ａ
側
の
判
断
の
前
に
、
裁
判
官
の

チ
ェ
ッ
ク
が
果
た
し
て
有
効
に
機
能
す
る
か
と
い
う
点
で
懸
念
が
出
さ
れ
て
い（
３７
）

る
。

（
３
）
必
要
性
・
合
理
性
の
問
題

連
邦
憲
法
裁
「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
判
決
は
、
諜
報
活
動
目
的
で
の
「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
の

必
要
性
・
合
理
性
を
承
認
し
た
（
本
稿
第
三
章
２
（
４
）
参
照
）。
し
か
し
、
同
判
決
の
趣
旨
に
沿
っ
た
も
の
と
説
明
さ
れ
る
本
法
の
評

価
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
重
大
な
侵
害
が
実
際
に
必
要
な
の
か
」
と
、
あ
ら
た
め
て
「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
の
必
要

性
・
合
理
性
を
問
う
意
見
も
出
さ
れ
て
い（
３８
）

る
。

（
４
）
二
重
機
能

Ｆ
・
ロ
ッ
ガ
ー
ン
は
、「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
の
よ
う
な
犯
罪
予
防
と
刑
事
訴
追
の
二
重
機
能
を
持
つ
措
置
の
場

合
、
犯
罪
予
防
の
み
の
観
点
か
ら
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
余
地
は
極
め
て
限
定
的
で
あ
る
と
解
す
る
。
連
邦
憲
法
裁
が
時
間
的
近
接
性
を
緩

和
し
、
ま
た
人
的
危
険
概
念
を
採
用
し
た
こ
と
で
、
防
除
さ
れ
る
べ
き
危
険
に
伴
う
、
特
定
の
人
物
の
刑
事
訴
追
の
嫌
疑
の
側
面
が
（
特

に
刑
法
一
二
九
条
、
一
二
九
ａ
条
に
お
い
て
は
）
浮
き
出
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
危
険
防
除
と
し
て
の
「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」

の
適
用
余
地
は
極
め
て
例
外
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
ロ
ッ
ガ
ー
ン
は
説
い
て
い
る
の
で
あ（
３９
）

る
。

４

Ｂ
Ｋ
Ａ
法
改
定
の
争
点
検
討
②
―
―
そ
の
他
一
般
に
つ
い
て

「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
以
外
の
点
で
も
、
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
の
改
定
に
際
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 九

八
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（
１
）「
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
」
の
不
明
確
さ
と
「
危
険
人
物
」（G

efährder

）
へ
の
対
象
拡
大
？

ま
ず
問
題
に
な
る
の
が
、
四
ａ
条

が
「
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
危
険
（G

efahr
des

internationalen
T

errorism
us

）
の
防
除
」
を
Ｂ
Ｋ
Ａ
の
任
務
と
す
る
際
の
、「
国
際
テ
ロ

リ
ズ
ム
」
の
定
義
の
不
在
で
あ（
４０
）

る
。
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
に
は
「
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
」
の
定
義
は
な
く
、
そ
も
そ
も
親
法
た
る
基
本
法
七
三
条
一
項

九
ａ
号
自
体
が
「
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
用
語
を
無
定
義
の
ま
ま
使
用
し
て
お
り
、
そ
の
問
題
性
は
同
号
の
制
定
時
点
で
指
摘
さ
れ

て
い
た
点
で
あ（
４１
）

る
。
そ
の
際
、
Ｒ
・
ポ
シ
ャ
ー
は
、
憲
法
に
照
ら
し
た
限
定
解
釈
の
必
要
性
を
強
調
し
、
例
え
ば
単
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
傾
向
を
持
つ
だ
け
の
個
々
の
犯
罪
を
「
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
」
の
概
念
か
ら
除
外
す
る
べ
き
と
説
い
て
い（
４２
）

た
。
一
般
に
は
、
欧
州
理
事
会

の
二
〇
〇
二
年
六
月
一
三
日
の
「
テ
ロ
対
策
の
た
め
の
枠
組
み
に
関
す
る
決
定
」（2002/475/JI,

A
B

l.2002
L

164,
S.3

）
が
、「
国
民

に
重
大
深
刻
な
か
た
ち
で
動
揺
を
与
え
、
公
共
機
関
若
し
く
は
国
際
機
関
に
対
し
て
作
為
若
し
く
は
不
作
為
を
違
法
に
強
制
し
、
又
は
一

国
若
し
く
は
国
際
機
関
の
政
治
的
、
憲
法
的
、
経
済
的
、
社
会
的
な
基
本
構
造
の
不
安
定
化
若
し
く
は
破
壊
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
」

故
意
の
犯
罪
行
為
を
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
」
と
定
義
し
て
お
り
、
こ
の
決
定
に
基
づ
き
挿
入
さ
れ
た
刑
法
一
二
九
ａ
条
は
、
右
目
的
に
よ
り
行

わ
れ
る
具
体
的
な
犯
罪
カ
タ
ロ
グ
を
列
挙
し
、
こ
れ
ら
の
犯
罪
を
行
っ
た
団
体
を
「
テ
ロ
結
社
」
と
位
置
付
け
て
い（
４３
）

る
。

Ｂ
Ｋ
Ａ
法
四
ａ
条
の
場
合
、
一
項
二
文
が
、「
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
危
険
の
防
除
」
を
定
め
た
同
項
一
文
の
「
任
務
の
枠
内
で
」、
刑
法

一
二
九
ａ
条
一
項
及
び
二
項
が
掲
げ
る
「
犯
罪
を
未
然
に
防
止
す
る
」
こ
と
を
Ｂ
Ｋ
Ａ
に
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
後
者
の
犯
罪
が
少

な
く
と
も
「
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
危
険
」
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
は
読
み
取
れ
る
。
Ｂ
Ｋ
Ａ
改
定
法
の
法
案
提
出
理
由
書
は
、
同
条
一
項
二

文
に
基
づ
き
予
防
さ
れ
る
犯
罪
行
為
を
、「
刑
法
一
二
九
ａ
条
に
対
応
し
た
テ
ロ
目
的
傾
向
（terroristische

Z
ielrichtung

）」と
同
定
し

た
上
で
、
且
つ
「
住
民
を
著
し
く
動
揺
さ
せ
又
は
国
益
（staatliche

G
üter

oder
Interessen

）
若
し
く
は
国
際
組
織
を
著
し
く
損
ね
る
」

も
の
に
限
定
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
危
険
は
国
内
外
の
「
テ
ロ
結
社
」
が
引
き
起
こ
す
こ
と
が
常
で
は
あ
る
が
、
個
人
の
手
に
よ
る
場
合

も
あ
る
。
ま
た
、
同
項
一
文
の
任
務
の
「
枠
内
で
」
あ
る
た
め
、
ド
イ
ツ
国
内
で
実
行
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
が
国
際
的
な
関
連
を
有
す

連
邦
刑
事
庁
（
Ｂ
Ｋ
Ａ
）
・
ラ
ス
タ
ー
捜
査
・
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
（
３
・
完
）
（
植
松
）

九
九



る
、
若
し
く
は
国
外
で
実
行
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
が
ド
イ
ツ
と
関
連
を
有
す
る
行
為
に
限
定
さ
れ
る
（B

T
-D

rs.16/9588,S.19
;B

T
-

D
rs.16/10121,S.21

）。
こ
う
し
た
立
法
者
の
意
図
を
踏
ま
え
れ
ば
、
又
、
四
ａ
条
一
項
二
文
か
ら
読
み
取
れ
る
対
象
と
な
る
行
為
の
（
①

重
大
な
犯
罪
で
あ
る
こ
と
、
②
特
定
の
目
的
を
持
つ
こ
と
、
③
特
段
の
損
害
を
生
じ
う
る
こ
と
）
限
定
が
存
在
す
る
点
と
、
同
項
一
文
の

中
に
見
ら
れ
る
権
限
発
動
の
限
定
（
七
三
条
一
項
九
ａ
号
を
受
け
た
三
要
件
）
が
存
在
す
る
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
あ
え
て
積
極
的
な
法
律

上
の
定
義
に
困
難
が
伴
う
「
テ
ロ
リ
ズ
ム
」
概
念
に
立
入
ら
な
い
ま
ま
Ｂ
Ｋ
Ａ
の
権
限
に
限
定
を
画
し
た
こ
と
の
意
義
を
積
極
的
に
評
す

る
見
方
も
出
て
こ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
説
を
採
る
元
連
邦
憲
法
裁
調
査
官
Ｍ
・
ベ
ッ
カ
ー
は
、
テ
ロ
結
社
や
テ
ロ
行
為
と
関
係
が
あ
る
と

い
う
だ
け
で
前
述
の
①
〜
③
を
充
た
さ
な
い
犯
罪
（
例
え
ば
、
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
や
通
貨
偽
造
）
は
、
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
上
の
テ
ロ
リ
ズ
ム

概
念
に
は
含
ま
れ
ず
、
ま
た
、
た
と
え
著
し
い
動
揺
効
果
を
有
す
る
行
為
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
活
動
地
域
が
領
域
的
に
限
定
さ
れ
て
い
る

集
団
も
対
象
と
な
ら
な
い
と
解
す（
４４
）

る
。
こ
れ
は
、「
ド
イ
ツ
国
内
の
み
で
活
動
す
る
集
団
で
も
、
世
界
規
模
で
の
『
ジ
ハ
ー
ド
』
の
ご
と

き
国
際
的
に
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
傾
向
と
の
結
び
付
き
に
よ
り
当
該
条
件
を
充
た
し
う
る
」
と
す
る
法
案
提
出
理
由

書
（ebenda

）
よ
り
も
限
定
的
な
解
釈
を
目
指
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
ベ
ッ
カ
ー
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
定
義
不
在
へ
の
懸

念
は
四
ａ
条
の
誤
読
に
基
づ
く
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る（
４５
）

が
、
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
「
誤
解
」
を
生
む
法
構
造
自
体
に
問
題
が
あ
る
と

見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
に
関
わ
っ
て
一
瞥
に
値
す
る
の
は
、
四
ａ
条
が
事
実
上
「
イ
ス
ラ
ム
主
義
危
険
人
物
」（is-

lam
istischer

G
efährder

）
を
想
定
し
た
規
定
で
あ
る
と
認
識
し
、
同
条
一
項
二
文
の
任
務
の
一
環
と
し
て
、
刑
法
一
二
九
ａ
条
一
項
及

び
二
項
が
禁
ず
る
テ
ロ
リ
ズ
ム
結
社
設
立
の
意
思
が
あ
り
「
且
つ
当
該
犯
罪
の
防
止
の
た
め
に
徴
取
さ
れ
た
デ
ー
タ
が
不
可
欠
な
場
合
」

に
個
人
に
関
す
る
情
報
の
徴
取
を
認
め
る
二
〇
ｂ
条
二
項
一
号
の
規
定
に
、
イ
ス
ラ
ム
過
激
主
義
者
の
早
期
発
見
と
い
う
、
こ
の
法
改
定

の
本
質
を
端
的
に
読
み
取
る
Ｃ
・
フ
ォ
ン
・
デ
ン
コ
ヴ
ス
キ
の
議
論
で
あ（
４６
）

る
。「
危
険
人
物
」
と
は
、
実
定
法
上
の
も
の
で
は
な
い
が
、

治
安
当
局
の
実
務
上
通
用
す
る
概
念
で
あ
り
、
連
邦
内
務
省
の
見
解
で
は
、「
政
治
的
な
動
機
を
持
つ
重
大
な
犯
罪（politisch

m
otivierte

一
〇
〇
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Straftat
von

erheblicher
B

edeutung

）、
と
く
に
刑
訴
法
一
〇
〇
ａ
条
の
意
味
に
お
け
る
犯
罪
を
実
行
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
推

定
が
特
定
の
事
実
か
ら
正
当
化
で
き
る
人
物
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
（B

T
-D

rs.16/3570,
S.6

）。
こ
の
点
を
も
っ
て
、「N

nichtstörer

だ

が
、
未
だ
抽
象
的
に
と
ど
ま
る
危
険
の
防
除
の
た
め
の
負
担
を
被
る
者
」
へ
の
措
置
を
予
定
す
る
法
改
定
は
、
危
険
防
除
の
み
を
想
定
し

た
基
本
法
七
三
条
一
項
九
ａ
号
の
想
定
を
越
え
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ（
４７
）

る
。
彼
の
分
析
を
的
外
れ
だ
と
批
判
す
る
見
解
も

あ
る（
４８
）

が
、「
危
険
人
物
」
と
い
う
曖
昧
且
つ
特
定
の
価
値
判
断
を
伴
う
概
念
が
も
た
ら
す
事
実
上
の
影
響
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
は
重
要

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
加
え
て
、
フ
ォ
ン
・
デ
ン
コ
ヴ
ス
キ
が
読
み
取
る
の
は
、「
危
険
人
物
」
概
念
を
梃
子
に
し
た
警
察
の
行
動
余
地

の
拡
大
で
あ
る
（
彼
の
場
合
、
か
か
る
「
危
険
人
物
」
と
ス
テ
ィ
グ
マ
さ
れ
る
イ
ス
ラ
ム
系
住
民
へ
の
影
響
に
関
心
を
抱
い
て
い
る
よ
う

で
あ
る
）。「
危
険
人
物
」
自
体
、Störer/N

nichtstörer

と
い
う
警
察
法
上
の
境
界
線
を
大
き
く
掘
り
崩
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
連

邦
及
び
州
の
諜
報
・
公
安
調
査
機
関
が
実
務
上
、「
危
険
人
物
」
概
念
と
結
び
つ
け
て
い
た
の
は
通
信
監
視
に
関
す
る
刑
訴
法
一
〇
〇
ａ

条
の
挙
げ
る
犯
罪
類
型
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
四
ａ
条
の
想
定
す
る
「
危
険
人
物
」
は
、
刑
法
一
二
九
ａ
条
で
挙
げ
る

犯
罪
類
型
が
基
準
と
な
る
。
対
象
と
な
る
犯
罪
は
刑
訴
法
一
〇
〇
ａ
条
の
方
が
刑
法
一
二
九
ａ
条
よ
り
も
多
い
が
、
前
者
は
「
重
大
な
」

と
い
う
限
定
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
器
物
損
壊
の
よ
う
な
軽
微
な
犯
罪
も
含
ま
れ
て
お
り
、
Ｂ
Ｋ
Ａ
の
活
動
の
拡
大
且
つ
柔
軟
化

に
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ（
４９
）

る
。

（
２
）
連
邦
と
州
の
並
行
権
限
、
検
察
及
び
他
の
連
邦
治
安
諸
機
関
と
の
競
合

今
回
の
法
改
定
に
よ
り
、
一
定
の
条
件
の
下
で
連

邦
（
Ｂ
Ｋ
Ａ
）
と
州
警
察
が
危
険
防
除
に
関
し
て
並
行
権
限
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
基
本
法
七
三
条
一
項
九
ａ
号
―
―
こ
の

憲
法
改
正
自
体
の
憲
法
政
策
的
当
否
は
別
に
問
わ
れ
よ
う（
５０
）

が
―
―
の
法
律
レ
ベ
ル
で
の
具
体
化
と
見
る
限
り
、
そ
の
憲
法
適
合
性
に
問
題

は
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、（
１
）
で
触
れ
た
よ
う
に
、
九
ａ
号
を
具
体
的
危
険
の
防
除
だ
け
を
Ｂ
Ｋ
Ａ
に
付
与
し
た
規
定
だ
と

解
す
れ
ば
、
四
ａ
条
が
認
め
る
犯
罪
予
防
権
限
は
基
本
法
を
逸
脱
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
退
去
命
令（
二
〇
ｏ
条
）、

連
邦
刑
事
庁
（
Ｂ
Ｋ
Ａ
）
・
ラ
ス
タ
ー
捜
査
・
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
（
３
・
完
）
（
植
松
）

一
〇
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勾
留
（
二
〇
ｐ
条
）、
人
の
捜
索
（
二
〇
ｑ
条
）、
住
居
へ
の
立
入
及
び
捜
索
（
二
〇
ｔ
条
）
の
よ
う
な
標
準
措
置
は
、
基
本
法
の
授
権

す
る
「
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
」
の
危
険
防
除
以
外
の
、
州
の
管
轄
で
あ
る
一
般
的
な
危
険
防
除
に
本
来
は
馴
染
む
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
の

点
で
の
連
邦
に
よ
る
権
限
濫
用
の
お
そ
れ
と
管
轄
権
違
反
を
指
摘
す
る
見
解
も
あ（
５１
）

る
。
措
置
に
対
す
る
責
任
も
条
文
上
不
明
確
で
あ（
５２
）

り
、

連
邦
と
州
両
者
の
情
報
収
集
活
動
の
併
存
は
少
な
く
と
も
基
本
権
侵
害
の
可
能
性
の
増
大
を
意
味
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ（
５３
）

る
。
た
だ
、
他

方
で
は
、
危
険
防
除
と
犯
罪
予
防
の
区
別
は
法
益
侵
害
の
観
点
か
ら
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
警
察
の
任
務
規
範
に
お
い
て
両
者
に
相
違

は
無
い
と
言
い
切
る
メ
ス
ト
ル
の
よ
う
な
見
解
も
あ（
５４
）

る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
こ
う
。

ま
た
他
方
、
連
邦
検
事
局
や
連
邦
の
他
の
治
安
機
関
と
の
権
限
競
合
・
権
限
融
合
の
問
題
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
四

ａ
条
に
お
け
る
「
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
」
の
危
険
は
、
刑
法
一
二
九
ａ
条
及
び
一
二
九
ｂ
条
の
嫌
疑
の
端
緒
で
も
あ
る
た
め
、
連
邦
検
事
局

と
の
機
能
分
担
が
問
題
に
な（
５５
）

る
。
こ
の
場
合
、
両
者
の
職
員
規
模
の
相
違
（
Ｂ
Ｋ
Ａ
職
員
五
五
〇
〇
名
に
対
し
て
、
連
邦
検
事
局
は
九
〇

名
の
検
事
を
含
む
約
二
〇
〇
名
）
か
ら
、
Ｂ
Ｋ
Ａ
が
事
実
上
の
主
導
権
を
握
る
と
予
測
さ
れ
て
い（
５６
）

る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
措
置
又

は
捜
査
に
お
い
て
、
刑
事
訴
訟
法
上
の
厳
格
な
法
定
主
義
（
と
く
に
刑
訴
法
一
五
二
条
二
項
）
で
は
な
く
、
警
察
法
の
便
宜
主
義
が
支
配

す
る
可
能
性
を
意
味
す
る
。
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
、
Ｂ
Ｋ
Ａ
の
措
置
に
つ
い
て
、
連
邦
検
事
局
へ
の
速
や
か
な
報
告
義
務
の
法
定
化
を

求
め
る
見
解
も
み
ら
れ（
５７
）

た
。

第
二
に
、
Ｂ
Ｎ
Ｄ
、
あ
る
い
は
Ｂ
Ｖ
ｆ
Ｓ
や
州
の
公
安
調
査
・
憲
法
擁
護
機
関
と
の
関
係
が
問
題
に
な
る
。「
犯
罪
に
対
す
る
嫌
疑
を

裏
付
け
る
事
実
で
は
な
く
、
単
に
犯
罪
の
危
険
の
予
測
の
存
在
だ
け
で
、
当
局
が
い
わ
ゆ
る
『
危
険
人
物
』
及
び
そ
の
接
触
者
・
同
伴
者

を
事
実
上
内
偵
し
、
電
話
を
傍
受
し
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
オ
ン
ラ
イ
ン
上
で
捜
索
す（
５８
）

る
」
危
険
探
査
（G

efahrenerm
ittlung

）
を
Ｂ
Ｋ

Ａ
が
行
う
こ
と
は
、
Ｂ
Ｋ
Ａ
の
危
険
防
除
的
性
格
が
薄
れ
る
一
方
、Störer
概
念
と
結
び
つ
か
な
い
犯
罪
予
防
的
性
格
が
強
ま
る
こ
と
で

あ
り
、
執
行
権
限
と
情
報
収
集
権
限
を
兼
備
し
た
「
秘
密
情
報
警
察
」
の
誕
生
を
意
味
す
る
。
フ
ォ
ン
・
デ
ン
コ
ヴ
ス
キ
が
こ
の
よ
う
な

一
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権
限
強
化
を
Ｂ
Ｋ
Ａ
に
と
っ
て
も
プ
ラ
ス
に
は
な
ら
な
い
と
説
く
と
き
、
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
治
安
機
関
の
情
報
共
有
の
結
果
、
裁

判
的
統
制
に
馴
染
ま
な
い
諜
報
・
公
安
調
査
的
な
情
報
が
警
察
上
の
予
測
の
中
に
入
り
込
む
可
能
性
で
あ
る
。
こ
れ
ら
情
報
機
関
の
情
報

は
断
片
的
な
も
の
や
信
憑
性
が
必
ず
し
も
高
く
な
い
も
の
も
含
ま
れ
、
か
つ
誇
張
的
に
提
示
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
く
、
警
察
の
措
置

を
比
例
性
の
点
で
裁
判
的
統
制
に
耐
え
ら
れ
な
い
も
の
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ（
５９
）

る
。

（
３
）
措
置
の
必
要
性
・
合
目
的
性

特
定
の
州
の
権
限
が
確
認
で
き
な
い
た
め
に
四
ａ
条
に
基
づ
き
Ｂ
Ｋ
Ａ
が
活
動
で
き
る
の

は
、
通
常
、
緊
急
な
介
入
を
必
要
と
す
る
場
合
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
長
期
的
な
時
間
を
要
す
る
ラ
ス
タ
ー
捜
査
（
二
〇
ｊ
条
）

の
よ
う
な
措
置
の
適
切
性
が
問
わ
れ
る
し
、
召
喚
や
退
去
命
令
の
よ
う
な
措
置
は
事
実
上
講
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
可

能
だ
と
し
て
も
テ
ロ
リ
ス
ト
の
危
険
防
除
に
有
効
な
の
か
と
い
う
疑
問
も
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ（
６０
）

る
。

（
４
）
予
防
的
ラ
ス
タ
ー
捜
査

予
防
的
ラ
ス
タ
ー
捜
査
を
授
権
し
た
二
〇
ｊ
条
は
、
複
数
デ
ー
タ
バ
ン
ク
間
の
自
動
照
合
の
た
め

に
、
公
共
又
は
民
間
の
機
関
か
ら
の
特
定
の
人
的
範
囲
の
個
人
に
関
す
る
情
報
の
提
供
を
、「
国
家
の
存
立
若
し
く
は
安
全
に
対
す
る
危

険
、
又
は
人
の
身
体
、
生
命
、
自
由
、
若
し
く
は
そ
の
保
護
が
公
共
の
利
益
に
資
す
る
重
要
な
資
産
に
対
す
る
危
険
の
防
除
に
と
っ
て
必

要
な
場
合
」
と
す
る
一
方
（
同
条
一
項
一
文
前
段
）、
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
四
ａ
条
一
項
一
文
に
基
づ
く
違
法
行
為
（
す
な
わ
ち
刑
法
一
二
九
ａ
条

一
項
及
び
二
項
に
基
づ
く
違
法
行
為
）
が
「
着
手
さ
れ
て
い
る
と
い
う
推
定
を
具
体
的
な
準
備
行
為
が
証
明
す
る
場
合
に
も
（auch

dann

）、
通
常
は
（in

der
R

egel

）
こ
の
よ
う
な
危
険
が
存
在
す
る
」
と
明
示
し
て
い
る
（
同
条
一
項
一
文
後
段
）。
こ
の
二
つ
の
文
の

関
係
が
問
題
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
ま
ず
、
前
段
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
連
邦
憲
法
裁
ラ
ス
タ
ー
捜
査
決
定（B

V
erfG

E
115,

320

）

の
定
式
を
意
識
し
な
が
ら
も
肝
心
の
「
具
体
的
危
険
」
と
い
う
文
言
が
入
っ
て
お
ら
ず
―
―
法
案
提
出
側
が
同
判
決
の
要
請
す
る
こ
と
を

「
明
示
的
に
確
認
し
た
も
の
」（B

T
-D

rs.16/9588,
S.25

;B
T

-D
rs.16/10121,

S.27

）
と
自
負
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
―
―
こ
れ
だ

け
で
は
違
憲
論
が
出
る
の
は
当
然
で
あ（
６１
）

る
。
そ
こ
で
後
段
の
、
刑
法
一
二
九
ａ
条
一
項
及
び
二
項
に
基
づ
く
違
法
行
為
犯
罪
の
「
具
体
的

連
邦
刑
事
庁
（
Ｂ
Ｋ
Ａ
）
・
ラ
ス
タ
ー
捜
査
・
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
（
３
・
完
）
（
植
松
）

一
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な
準
備
行
為
」
が
、
連
邦
憲
法
裁
が
要
請
す
る
具
体
的
危
険
と
同
定
で
き
る
の
か
が
重
要
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な

（
６２
）

い
。
仮
に
「
具
体
的
な
準
備
行
為
」
を
具
体
的
危
険
と
の
同
視
を
承
認
し
た
と
し
て
、「
場
合
に
も
」
と
い
う
非
限
定
的
な
条
件
か
ら
は
、

こ
の
「
具
体
的
な
準
備
行
為
」
が
措
置
発
動
の
要
件
た
る
危
険
の
態
様
の
一
例
示
で
あ
る
こ
と
し
か
読
み
取
れ
な
い
た
め
、
拡
大
的
適
用

の
お
そ
れ
が
残
る
と
い
え
よ（
６３
）

う
。

（
５
）
私
生
活
形
成
の
核
心
領
域

改
定
後
の
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
で
は
、
四
箇
所
に
お
い
て
私
的
生
活
の
核
心
領
域
の
保
護
が
明
示
さ
れ
て

い
る
（
一
六
条
一
ａ
項
、
二
〇
ｈ
条
五
項
、
二
〇
ｋ
条
七
項
、
二
〇
ｌ
条
六
項
）
が
、
こ
れ
以
外
の
措
置
、
例
え
ば
二
〇
ｇ
条
二
項
の

定
め
る
長
期
監
視
（
一
号
）
や
住
居
外
で
の
容
ぼ
う
撮
影
（
二
号
）
等
に
は
核
心
領
域
の
保
護
は
存
在
し
な
い
と
解
す
る
余
地
も
出
て
く

（
６４
）

る
。
し
か
も
、
こ
の
う
ち
前
述
の
「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
に
加
え
、
電
気
通
信
監
視
（
二
〇
ｌ
条
六
項
一
文
）
に
つ
い
て
も
、
措
置
禁
止

は
、
核
心
領
域
「
ば
か
り
が
」
獲
得
さ
れ
て
し
ま
う
場
合
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
点
の
問
題
点
は
本
章
３
で
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
も
メ
ス
ト
ル
は
、
人
間
の
尊
厳
の
不
可
侵
性
が
あ
ら
ゆ
る
侵
害
の
際
に
堅
持
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
承
認
し
な
が
ら
も
、

「
私
生
活
形
成
の
核
心
領
域
」
に
関
す
る
内
容
に
つ
い
て
は
連
邦
憲
法
裁
の
判
断
自
体
も
流
動
的
で
あ
り
、
ま
た
連
邦
憲
法
裁
の
要
請
は

多
分
に
運
用
上
の
配
慮
に
対
し
て
で
あ
る
か
ら
、
法
律
上
の
規
律
ま
で
必
要
な
い
と
法
を
擁
護
し
て
い（
６５
）

る
。

（
６
）
接
触
者
・
同
伴
者

二
〇
ｂ
条
二
項
は
、
二
〇
ａ
条
一
項
二
文
に
基
づ
く
犯
罪
の
予
防
的
措
置
が
犯
罪
の
着
手
を
支
え
る
者

す
な
わ
ち
、「
接
触
者
・
同
伴
者
」に
対
し
て
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
定
め
る
。
同
二
〇
ｇ
条
一
項
で
も
、「
デ
ー
タ
徴
取
の
特
別
の
手
段
」

（besondere
M

ittel
der

D
atenerhebung （

６６
））

す
な
わ
ち
長
期
的
監
視
、
覆
面
捜
査
員
や
協
力
員
等
を
用
い
た
デ
ー
タ
徴
取
の
対
象
と
し

て
、
接
触
者
・
同
伴
者
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
措
置
の
接
触
者
・
同
伴
者
へ
の
拡
大
は
、Störer

の
み
を
対
象
と
す
る
危
険
防
除

の
原
則
か
ら
予
防
的
措
置
へ
の
警
察
法
の
重
心
移
動
を
象
徴
す
る
現
象
と
し
て
警
戒
的
・
否
定
的
に
解
さ
れ
る
と
同
時
に
、
規
範
特
定
性

・
規
範
明
確
性
の
観
点
か
ら
そ
の
合
憲
性
が
問
わ
れ
て
き
た
争
点
で
あ（
６７
）

る
。
二
〇
〇
五
年
に
は
、「
重
大
な
犯
罪
を
実
行
し
よ
う
と
し
て
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い
る
と
い
う
推
定
を
具
体
的
な
手
掛
か
り
が
正
当
化
す
る
人
物
と
、
当
該
犯
罪
に
関
す
る
示
唆
（H

inw
eis

）
が
獲
得
さ
れ
う
る
こ
と
が

期
待
で
き
る
よ
う
な
態
様
に
お
い
て
関
係
を
持
つ
人
物
」
を
接
触
者
・
同
伴
者
を
定
義
し
た
上
で
こ
れ
を
遠
隔
通
信
監
視
の
対
象
に
し
た

ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
公
共
安
全
秩
序
法
の
規
定
が
不
明
確
だ
と
し
て
連
邦
憲
法
裁
で
違
憲
判
断
を
受
け
て
い
る
（B

V
erfG

E
113,

348

﹇380
f.

﹈
（
６８
）

）
。
こ
の
点
、
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
二
〇
ｂ
条
二
項
二
号
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
①
一
時
的
な
接
触
、
偶
然
の
接
触
は
対
象
か
ら
外
れ
る

他
、
②
四
ａ
条
一
項
二
文
犯
罪
準
備
の
認
識
を
有
す
る
者
、
③
当
該
犯
罪
で
利
益
を
得
る
者
、
又
は
④Störer

を
利
用
す
る
者
、
と
い
う

限
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
Ｄ
・
ヘ
ッ
ク
マ
ン
は
、
二
〇
ｇ
条
一
項
三
号
の
接
触
者
・
同
伴
者
の
概
念
は
違
憲
と
判
断

さ
れ
た
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
の
州
法
よ
り
も
狭
く
定
義
さ
れ
て
お
り
、
連
邦
憲
法
裁
の
要
請
す
る
規
範
特
定
性
・
規
範
明
確
性
を
ク
リ

ア
ー
し
て
い
る
と
解
し
て
お（
６９
）り、「

具
体
的
な
手
が
か
り
」
の
明
記
が
必
要
と
説
く
立（
７０
）場と

対
立
す
る
。

（
７
）
証
言
拒
否
権
の
保
護

二
〇
ｕ
条
は
、
刑
訴
法
五
三
条
一
項
一
文
一
、
二
又
は
四
号
で
保
護
さ
れ
て
い
る
連
邦
議
会
及
び
州

議
会
の
議
員
、
刑
事
弁
護
人
、
公
法
上
の
宗
教
団
体
に
属
す
る
聖
職
者
が
絶
対
的
に
保
護
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
（
同
条
一
項
）、
同

三
乃
至
三
ｂ
号
又
は
五
号
上
の
拒
否
権
者
、
す
な
わ
ち
刑
事
弁
護
以
外
の
職
務
に
携
わ
る
弁
護
士
、
税
理
士
、
医
師
、
薬
剤
師
、
セ
ラ
ピ

ス
ト
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
等
に
つ
い
て
は
、「
当
該
人
物
が
担
う
職
務
に
伴
う
公
益
性
及
び
当
該
人
物
に
対
し
告
知
又

は
公
表
さ
れ
た
事
実
の
秘
密
を
保
持
す
る
こ
と
に
伴
う
利
益
を
尊
重
し
た
比
例
性
の
審
査
」
と
い
う
留
保
の
下
で
、
措
置
の
中
止
又
は
制

限
の
可
能
性
が
規
律
さ
れ
て
い
る
（
二
項
）。
こ
れ
は
、
刑
訴
法
上
の
証
言
拒
否
権
者
を
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て

証
言
拒
否
権
を
相
対
化
す
る
も
の
だ
と
批
判
さ
れ
て
い（
７１
）

る
。
核
心
領
域
保
護
の
観
点
か
ら
秘
匿
が
認
め
ら
れ
る
職
業
の
範
囲
と
、
刑
訴
法

上
の
証
言
拒
否
権
者
の
範
囲
が
異
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
い
う
見
解
も
あ
る（
７２
）

が
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
拒
否
権
が
緩
和
さ
れ
て
い
る
点

は
、
先
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
メ
デ
ィ
ア
の
激
し
い
批
判
を
受
け
る
結
果
に
な
っ
た
。
弁
護
士
の
活
動
を
刑
事
弁
護
人
と
民
事
の
代
理
人

と
で
区
別
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
連
邦
弁
護
士
会
が
強
く
批
判
し
て
い（
７３
）

る
。
確
か
に
、「
極
め
て
個
人
的
な
信
頼
の
お
け
る
人
物
」
が
職

連
邦
刑
事
庁
（
Ｂ
Ｋ
Ａ
）
・
ラ
ス
タ
ー
捜
査
・
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
（
３
・
完
）
（
植
松
）

一
〇
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業
上
知
り
え
た
秘
密
が
私
生
活
の
核
心
領
域
保
護
に
含
ま
れ
る
点
を
確
認
し
た
連
邦
憲
法
裁
「
大
盗
聴
」
判
決
は
、
そ
の
よ
う
な
「
信
頼

の
お
け
る
人
物
」
と
刑
事
訴
訟
法
上
の
証
言
拒
否
権
者
と
の
部
分
的
な
重
な
り
し
か
認
め
て
お
ら
ず
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
そ
こ
か
ら
除

外
し
て
い
る
（B

V
erfG

E
109,

279

﹇321-323

﹈）。
た
だ
、
こ
の
判
決
で
は
、
核
心
領
域
に
関
す
る
会
話
の
相
手
と
さ
れ
た
医
師
は
二

項
の
規
律
対
象
に
な
っ
て
お
り
、
他
方
、
核
心
領
域
の
会
話
の
相
手
と
さ
れ
て
い
な
い
議
員
は
一
項
の
規
律
対
象
に
な
っ
て
い
る
点
で
、

連
邦
憲
法
裁
の
核
心
領
域
論
だ
け
で
は
説
明
が
つ
け
に
く
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
職
業
に
伴
う
「
信
頼
関
係
の
保
護
」

を
、
刑
事
手
続
上
の
証
言
強
制
の
み
な
ら
ず
、
公
権
力
に
よ
る
捜
査
的
措
置
全
般
に
対
し
て
及
ぶ
と
解
す
れ
ば
、
刑
訴
法
五
三
条
に
該
当

者
に
差
を
設
け
る
必
要
は
見
出
し
が
た
い
と
い
え
そ
う
で
あ（
７４
）

る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
第
二
項
は
、
比
例
性
の
衡
量
基
準
を
法
文
上
明
確

に
し
て
い
な
い
点
で
も
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い（
７５
）

る
。

（
８
）
デ
ー
タ
の
海
外
治
安
機
関
へ
の
提
供

公
聴
会
に
お
い
て
Ｍ
・
ク
ッ
チ
ャ
は
、
法
を
改
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
不
明
確
な
海

外
治
安
機
関
へ
の
情
報
提
供
に
関
す
る
現
行
の
ル
ー
ル
（
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
一
四
条
一
項
一
号
は
Ｂ
Ｋ
Ａ
の
「
任
務
に
遂
行
に
必
要
な
場
合
」
と

い
う
包
括
的
な
規
律
に
な
っ
て
い
る
）
を
改
め
よ
り
厳
密
な
要
件
を
課
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い（
７６
）

る
。
第
一
章
で
も
触
れ
た
が
、

「
反
テ
ロ
・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
稼
働
後
、
Ｂ
Ｋ
Ａ
は
治
安
情
報
管
理
の
中
心
的
役
割
を
担
い
つ
つ
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
際
、
海
外
治
安
機

関
と
の
情
報
共
有
も
想
定
し
て
い
る
以
上
、
少
な
く
と
も
、
法
に
よ
る
明
確
な
枠
づ
け
が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

（
９
）
措
置
当
事
者
へ
の
通
知
義
務

措
置
当
事
者
へ
の
通
知
、
と
く
に
秘
密
捜
査
の
場
合
の
そ
れ
は
、
当
事
者
が
裁
判
所
に
救
済

を
求
め
る
権
利
を
実
効
的
に
保
障
す
る
た
め
に
重
要
な
意
義
を
持
つ
こ
と
は
判
例
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る
（B

V
erfG

E
100,

313

﹇361,

364

﹈）。
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
で
は
二
〇
ｗ
条
に
お
い
て
措
置
対
象
者
へ
の
通
知
規
定
を
置
い
て
い
る
。
し
か
し
、
①
「
当
事
者
の
明
ら
か
に
保
護

に
値
す
る
利
益
（überw

iegende
schutzw

ürdige
B

elange

）
に
反
す
る
場
合
」（
一
項
一
文
）
や
、
②
事
実
関
係
上
、
刑
訴
法
の
通
知
義

務
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
（
二
項
二
文
）、
③
「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
の
対
象
者
及
び
関
係
者
（m

itbetroffen
Person

）、
電
気
通
信

一
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監
視
の
当
事
者
、
電
気
通
信
接
続
・
通
信
記
録
の
当
事
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
措
置
が
適
切
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
場
合
で
も
、「
措
置

が
僅
か
に
し
か
関
係
せ
ず
、
且
つ
、
こ
れ
ら
の
者
が
通
知
に
伴
う
利
益
を
有
し
て
い
な
い
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
」（
同
二
文
）、

④
措
置
終
了
後
五
年
を
経
過
し
、
将
来
的
に
報
告
の
条
件
が
発
生
す
る
見
込
み
が
確
実
に
無
く
、
且
つ
裁
判
所
が
同
意
し
た
場
合
（
三
項

五
文
）、
⑤
捜
査
協
力
者
（V

-M
ann

）
や
覆
面
捜
査
員
の
投
入
（
二
〇
ｇ
条
二
項
四
号
及
び
五
号
）
に
つ
い
て
、
措
置
の
目
的
若
し
く

は
極
め
て
重
大
な
法
益
が
脅
か
さ
れ
る
場
合
（
二
項
一
文
）
及
び
同
手
法
に
よ
る
再
捜
査
の
妨
げ
に
な
る
場
合
（
二
項
一
文
）、
な
ど
広

範
な
適
用
除
外
規
定
を
設
け
て
い
る
。
ベ
ッ
カ
ー
は
、
事
由
①
及
び
②
の
除
外
理
由
に
つ
い
て
は
問
題
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
事
由
③
及

び
④
に
つ
い
て
は
違
憲
で
あ
る
と
し
、
又
、
事
由
⑤
に
つ
い
て
は
一
般
論
と
し
て
は
問
題
な
い
が
、
再
捜
査
を
理
由
と
す
る
適
用
除
外
は

（
ほ
と
ん
ど
の
事
例
に
つ
い
て
該
当
し
う
る
の
で
）
説
得
力
が
な
い
と
述
べ
て
い（
７７
）

る
。

（
１０
）
事
後
評
価
と
議
会
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

Ｂ
Ｋ
Ａ
改
定
法
六
条
は
、
ラ
ス
タ
ー
捜
査
と
「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
に
つ
い
て
、
法
改

定
の
施
行
か
ら
五
年
後
に
、
連
邦
議
会
の
同
意
の
下
で
任
命
さ
れ
た
専
門
家
の
鑑
定
を
取
り
入
れ
た
事
後
評
価
を
義
務
付
け
て
い
る
。
当

初
の
与
党
法
案
・
政
府
法
案
に
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
事
後
評
価
規
定
は
、
公
聴
会
段
階
で
、
公
述
人
の
多
く
が
強
く
要
請
し
た
こ
と
を

踏
ま
え
て
挿
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
基
本
本
法
七
三
条
一
項
九
ａ
条
新
設
の
際
に
批
判
的
な
論
陣
を
張
っ
た
Ｍ
・
ポ
シ
ャ
ー

（
７８
）

は
、
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
改
定
の
公
聴
会
で
は
法
改
定
の
憲
法
政
策
上
の
当
否
に
は
固
執
せ
ず
に
、
基
本
法
改
定
に
よ
り
喪
失
し
た
連
邦
主
義
的
な

権
力
濫
用
防
御
策
を
埋
め
合
わ
せ
る
も
の
と
し
て
、
事
後
評
価
の
義
務
付
け
と
議
会
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
制
度
化
を
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
に
盛
り
込
む

改
善
を
提
案
し
、
と
く
に
事
後
評
価
制
度
は
、
ア
ド
ホ
ッ
ク
で
な
く
包
括
的
な
評
価
、
官
庁
だ
け
で
は
な
く
独
立
の
外
部
機
関
と
の
連
携

に
よ
る
評
価
の
実
施
を
提
唱
し
て
い（
７９
）

た
。
事
後
評
価
規
定
の
挿
入
は
、
ポ
シ
ャ
ー
が
言
う
よ
う
に
、「
透
明
性
の
担
保
と
過
剰
な
不
安
の

除
去
」
に
資
す
る
も
の
と
評
価
し
う
る
が
、
他
方
、
議
会
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
整
備
と
い
う
公
述
人
た
ち
の
も
う
一
つ
の
要
求
は
反
映
さ
れ

ず
、
こ
の
点
で
の
課
題
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
。

連
邦
刑
事
庁
（
Ｂ
Ｋ
Ａ
）
・
ラ
ス
タ
ー
捜
査
・
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
（
３
・
完
）
（
植
松
）
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５

法
改
定
に
対
す
る
憲
法
異
議

改
定
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
の
最
終
段
階
で
の
政
府
与
党
の
譲
歩
が
あ
る
程
度
肯
定
的
に
受
け
と
め
ら
れ
た
こ
と
も
あ（
８０
）

り
、
改
定
法
施
行
後
の
こ
の

問
題
に
対
す
る
世
論
の
関
心
は
し
ぼ
ん
で
し
ま
っ
た
感
が
あ
る
が
、
対
抗
的
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
が
全
く
終
息
し
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。

ま
ず
、
二
〇
〇
九
年
一
月
二
七
日
に
は
Ｂ
・
ヴ
ィ
ン
ゼ
マ
ン
を
原
告
代
表
（
代
理
人
は
Ｆ
・
ロ
ッ
ガ
ー
ン
）
と
す
る
人
権
団
体
が
、
続
い

て
同
年
四
月
二
三
日
に
は
ド
イ
ツ
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
協
会
（
Ｄ
Ｊ
Ｖ
）
の
支
持
を
受
け
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・
編
集
者
ら
の
グ
ル
ー
プ

（
代
理
人
は
Ｒ
・
バ
ウ
ム
、
Ｂ
・
ヒ
ル
シ
ュ
ら
）
も
、
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
に
対
す
る
憲
法
異
議
を
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
申
し
立
て
た
。
大
盗
聴
違

憲
訴
訟
、「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
違
憲
訴
訟
を
闘
っ
た
原
告
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
三
件
目
の
（
バ
ウ
ム
ら
の
場
合
、
航
空
安
全
法
違
憲
訴
訟

を
含
め
た
四
度
目
の
）
憲
法
異
議
で
あ
る
。
前
者
の
原
告
グ
ル
ー
プ
の
異
議
申
立（
８１
）

書
を
見
る
と
、
新
設
さ
れ
た
規
定
の
う
ち
ラ
ス
タ
ー
捜

査
（
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
二
〇
ｊ
条
）、「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」（
同
二
〇
ｋ
条
）、
電
気
通
信
監
視
（
同
二
〇
ｌ
条
）
に
的
を
絞
っ
て
違
憲
性
を
主
張

し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
二
〇
ｊ
条
が
犯
罪
の
準
備
行
為
段
階
か
ら
予
防
的
ラ
ス
タ
ー
捜
査
を
認
め
て
い
る
点
で
連
邦
憲
法
裁
ラ
ス
タ
ー

捜
査
決
定
の
基
準
に
反
す
る
と
指
摘
し
、
ま
た
、
二
〇
ｋ
条
に
つ
い
て
は
、
基
本
法
七
三
条
一
項
九
ａ
号
は
具
体
的
な
危
険
防
除
に
対
す

る
授
権
の
み
を
認
め
た
の
も
の
だ
か
ら
、「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
判
決
に
よ
る
基
準
緩
和
は
Ｂ
Ｋ
Ａ
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
主
張
す
る
な

ど
の
法
律
構
成
が
採
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
立
論
に
連
邦
憲
法
裁
が
ど
う
応
答
す
る
か
は
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
文
面
上
は

憲
法
裁
の
判
例
法
理
を
大
き
く
な
ぞ
っ
て
い
る
こ
れ
ら
の
規
定
に
対
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
が
違
憲
と
判
断
す
る
公
算
は
必
ず
し
も
高
く
は

な
い
と
思
わ
れ
る
。
新
た
に
Ｂ
Ｋ
Ａ
に
付
与
さ
れ
た
基
本
権
侵
害
を
伴
う
措
置
の
ほ
と
ん
ど
が
、
す
で
に
州
法
や
連
邦
法
上
存
在
す
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
憲
法
適
合
性
も
連
邦
憲
法
裁
が
す
で
に
承
認
し
て
い（
８２
）

る
と
い
う
現
実
も
あ
る
。
改
定
法
案
の
審
議
時
に
連
邦
議
会
内
務

委
員
会
委
員
Ｗ
・
ヴ
ィ
ー
フ
ェ
ル
プ
ュ
ッ
ツ
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
は
、
こ
の
世
界
「
最
高
の
警
察
法
」
を
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
に
突
き
つ
け
て
唖
然

と
さ
せ
る
の
だ
と
豪
語
し
た（
８３
）

が
、
連
邦
憲
法
裁
の
判
決
に
よ
っ
て
最
新
技
術
を
利
用
し
た
予
防
監
視
的
措
置
の
多
く
に
つ
い
て
軌
道
修
正
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を
余
儀
な
く
さ
れ
て
き
た
公
権
力
サ
イ
ド
の
率
直
な
実
感
を
示
し
た
発
言
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
に
規
定
さ
れ
た
ラ
ス
タ
ー
捜

査
や
「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
に
関
す
る
厳
し
い
要
件
が
今
後
の
実
務
の
上
で
厳
格
に
遵
守
さ
れ
る
か
は
疑
問
の
余
地
が
あ
り
、
運
用
の
適

法
性
が
再
び
問
わ
れ
る
場
面
も
予
想
さ
れ
る
。
か
く
も
足
枷
の
多
い
立
法
が
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
自
体
が
連
邦
憲
法
裁
の
判
例
法
理
の
成

果
と
も
捉
え
る
こ
と
は
で
き
る
が
、今
後
の
運
用
に
お
い
て
裁
判
所
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
不
十
分
で
あ
れ
ば
、そ
の
事
実
か
ら
遡
及
し
て
、

Ｉ
Ｔ
基
本
権
の
内
実
は
希
釈
さ
れ
、「
具
体
的
な
危
険
」
や
「
私
生
活
形
成
の
核
心
領
域
の
絶
対
性
」
と
い
う
垣
根
は
切
崩
さ
れ
て
い
き

か
ね
な
い
と
い
う
点
は
注
意
を
要
し
よ
う
。

６

小
括
―
国
内
治
安
シ
ス
テ
ム
の
構
造
変
容
？

本
章
５
で
問
わ
れ
て
い
た
憲
法
解
釈
上
の
問
題
と
は
別
に
、�
Ｂ
Ｋ
Ａ
の
Ｆ
Ｂ
Ｉ（
８４
）

化
�
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
ド
イ
ツ
治
安
法
制

の
構
造＝

安
全
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
（Sicherheitsarchitektur （
８５
））

の
変
容
に
つ
い
て
の
憲
法
政
策
上
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
、
別
途
問
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
〇
〇
六
年
の
基
本
法
七
三
条
一
項
九
ａ
号
挿
入
の
段
階
で
は
十
分
に
意
識
さ
れ
な
か
っ
た
感
の
あ
る
こ
の
問

題
が
、
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
改
定
に
伴
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
浮
上
し
て
き
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
今
回
の
法
改
定
を
も
っ
て
憲
法
構
造
上
の
自

由
と
安
全
の
バ
ラ
ン
ス
が
大
き
く
崩
れ
る
こ
と
は
な
い
と
診
る
グ
ズ
ィ
も
、
州
警
察
と
連
邦
と
の
人
員
上
・
財
政
上
の
力
の
差
が
も
た
ら

す
、
警
察
任
務
の
連
邦
へ
の
事
実
上
の
大
幅
移
動
の
可
能
性
を
認
め
て
い
る
。
住
居
監
視
の
よ
う
な
措
置
は
人
員
上
・
財
政
上
の
理
由
も

あ
り
実
際
に
は
州
警
察
で
は
利
用
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
「
事
実
上
の
自
由
保
護
」
は
Ｂ
Ｋ
Ａ
の
場
合
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い

か
ら
で
あ（
８６
）

る
。
ま
た
、
フ
ォ
ン
・
デ
ン
コ
ヴ
ス
キ
が
指
摘
す
る
（
イ
ス
ラ
ム
系
）「
危
険
人
物
」
概
念
に
基
づ
く
措
置
の
制
度
化
や
、
接
触

者
・
同
伴
者
へ
の
措
置
拡
大
と
い
っ
た
特
徴
か
ら
、
伝
統
的
警
察
法
のStörer/N

nichtstörer

の
二
分
法
の
大
幅
な
弛
緩
を
あ
ら
た
め
て

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

連
邦
刑
事
庁
（
Ｂ
Ｋ
Ａ
）
・
ラ
ス
タ
ー
捜
査
・
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
（
３
・
完
）
（
植
松
）
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こ
う
し
た
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
改
定
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
に
対
す
る
論
者
た
ち
の
分
析
か
ら
確
認
で
き
る
、
①
州
に
配
分
さ
れ
て
い
る
危
険
防
除

任
務
の
連
邦
へ
の
集
権
化
、
②
危
険
防
除
、
犯
罪
予
防
、
犯
罪
訴
追
と
い
う
各
任
務
の
Ｂ
Ｋ
Ａ
を
軸
と
し
た
融
合
化
、
と
い
う
二
つ
の
傾

向
を
あ
ら
た
め
て
意
識
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
本
稿
第
一
章
で
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
二
〇
〇
〇
年
代
の
治
安
法

制
の
一
般
的
な
傾
向
で
は
あ
る
が
、
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
改
定
が
―
―
な
お
も
多
く
の
権
限
的
限
定
を
伴
う
と
は
い
え
―
―
そ
う
し
た
法
制
の
一
つ

の
完
成
形
態
で
あ
っ
た
点
が
あ
ら
た
め
て
確
認
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
ど
う
評
価
す
る
か
が
、
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
改
定
論
議

の
中
で
明
確
に
な
っ
た
治
安
政
策
上
の
対
抗
軸
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
①
の
点
で
は
、
治
安
法
制
に
お
け
る
連
邦
制
的
分
権
構
造
が

も
た
ら
す
権
限
濫
用
へ
の
抑
制
機
能
の
喪
失
を
埋
め
合
わ
せ
る
シ
ス
テ
ム
が
構
築
可
能
か
と
い
う
点
が
問
わ
れ
よ
う
。
又
、
②
の
点
を
評

価
す
る
際
に
は
、
Ｂ
Ｋ
Ａ
の
危
険
防
除
的
機
能
の
比
重
後
退
が
警
察
実
務
へ
の
悪
影
響
を
も
た
ら
す
可
能
性
指
摘
し
、
諜
報
・
公
安
調
査

活
動
は
危
険
防
除
を
主
務
と
す
る
警
察
で
は
な
い
と
い
う
フ
ォ
ン
・
デ
ン
コ
ヴ
ス
キ
の
実
務
的
観
点
か
ら
の
主
張
は
興
味
深
い
と
こ
ろ
で

あ（
８７
）

る
。
た
だ
し
、
デ
ン
コ
ヴ
ス
キ
も
、
対
案
と
し
て
公
安
調
査
（
憲
法
擁
護
）
機
関
の
機
能
強
化
を
主
張
し
て
い
る
か
ら
、
総
和
と
し
て

の
国
家
に
よ
る
予
防
的
情
報
収
集
任
務
の
拡
大
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
否
定
的
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
は
、
近
時
の
諜
報
機
関
が
組
織
犯

罪
や
「
テ
ロ
」
犯
罪
の
予
防
に
活
動
の
重
心
を
移
し
て
い
る
傾
向
を
批
判
し
、
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
改
定
に
よ
る
Ｂ
Ｋ
Ａ
の
犯
罪
予
防
権
限
の
強
化

を
契
機
に
、
と
く
に
Ｂ
Ｖ
ｆ
Ｓ
は
、「
テ
ロ
」
の
社
会
的
背
景
、
精
神
構
造
、
資
金
の
流
れ
、
人
脈
図
な
ど
の
構
造
の
解
析
や
危
険
予
測

と
い
っ
た
、
そ
の
本
来
の
任
務
に
立
ち
戻
る
べ
き
だ
と
い
う
Ａ
・
ヴ
ォ
ル
フ
の
主（
８８
）

張
と
近
い
位
置
に
い
る
。
ヴ
ォ
ル
フ
は
、
Ｂ
Ｋ
Ａ
の
権

限
拡
大
に
対
応
し
た
Ｂ
Ｖ
ｆ
Ｓ
へ
の「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
の
権
限
付
与
の
争
点
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
予
測
す
る
が
、
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
改
定
は

諜
報
・
公
安
調
査
機
関
の
機
能
強
化
論
の
刺
激
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
章
５
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
治
安
法
制
の
集
権
化
と
機
能
的
拡
大
を
掣
肘
し
て
き
た
連
邦
憲
法
裁
に
お
い
て
も
、
改

定
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
を
違
憲
と
判
断
す
る
可
能
性
は
高
く
は
な
い
。
立
法
者
に
よ
る
文
面
上
・
表
面
上
の
判
例
尊
重
は
、
連
邦
憲
法
裁
に
よ
る
裁

一
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判
的
統
制
を
鈍
ら
せ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
、
裁
判
的
統
制
の
追
及
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
、
治
安
立
法
に
対
す
る

議
会
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
実
効
性
確
保
に
大
き
な
期
待
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
改
定
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
論
議
の
際
に
も
見
ら
れ
た
こ
の
よ

う
な
方
向
性
は
、
治
安
立
法
一
般
の
文
脈
で
は
、
議
会
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
よ
る
民
主
的
正
統
化
の
意
義（
８９
）

と
、
法
の
事
後
評
価
の
重
要（
９０
）

性
を

説
い
て
き
た
グ
ズ
ィ
の
問
題
意
識
に
沿
う
も
の
で
あ
る
。
裁
判
所
に
よ
る
統
制
に
過
剰
な
期
待
・
負
荷
を
か
け
な
い
た
め
に
も
、
治
安
法

制
の
制
度
化
と
運
用
に
対
す
る
制
御
の
制
度
設
計
の
際
に
酌
む
べ
き
示
唆
だ
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
内
実
は
、
裁

判
所
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
前
提
と
し
た
警
察
統
制
法
理
の
蓄
積
に
比
べ
れ
ば
、
な
お
抽
象
的
・
一
般
的
な
方
向
性
の
提
示
に
と
ど
ま
っ
て

お
り
、
よ
り
精
密
な
理
論
化
が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
議
会
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
メ
デ
ィ
ア
・
世
論
（
言
い
換
え
れ
ば
市

民
的
公
共（
９１
）

圏
）
と
の
連
動
が
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
点
、
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
改
定
に
際
し
て
の
メ
デ
ィ
ア
や
市
民
運
動
の
強
い
批
判
・
抵
抗
の
動

き
、
大
連
立
政
権
の
治
安
政
策
に
批
判
的
な
Ｆ
Ｄ
Ｐ
や
左
翼
党
の
勢
力
拡
大
、
及
び
こ
う
し
た
批
判
を
受
け
て
の
連
邦
参
議
院
で
の
Ｂ
Ｋ

Ａ
改
定
法
の
修
正
過
程
は
、「
テ
ロ
対
策
」
の
名
の
下
で
市
民
的
自
由
や
法
治
国
家
的
諸
原
則
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
危
機
感
の

存（
９２
）

在
と
、
市
民
的
公
共
圏
と
連
動
し
た
政
治
の
場
で
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
可
能
性
を
か
ろ
う
じ
て
示
し
た
実
例
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
結
局
、
世
論
は
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
改
定
を
承
認
、
少
く
と
も
受
忍
し
た
の
で
あ
り
、

「
市
民
的
自
由
の
喪
失
に
対
す
る
不
安
」
以
上
に
根
強
い
「
テ
ロ
に
対
す
る
不
安
」
が
多
数
の
市
民
の
中
に
浸
透
し
て
い
る
こ
と
を
示
し

て
い（
９３
）

る
。
そ
し
て
ま
た
、
治
安
強
化
推
進
の
議
論
に
肯
定
的
な
世
論
形
成
に
、
ザ
ウ
ア
ー
ラ
ン
ト
グ
ル
ッ
ペ
事
件
な
ど
の
報
道
が
果
た
し

た
役
割
も
少
な
く
は
な（
９４
）

い
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
治
安
政
策
・
治
安
立
法
に
対
す
る
裁
判
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
補
完
す
る
議
会
的
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
、
さ
ら
に
は
市
民
的
公
共
圏
を
通
じ
た
制
御
と
い
う
道
筋
が
機
能
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
は
、
制
度
設
計
上
の
法
治
国
家
的
諸

原
則
の
尊
守
だ
け
で
は
な
い
こ
と
を
改
め
て
示
唆
し
て
い
る
。

連
邦
刑
事
庁
（
Ｂ
Ｋ
Ａ
）
・
ラ
ス
タ
ー
捜
査
・
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
（
３
・
完
）
（
植
松
）
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お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
の
論
述
を
も
っ
て
、
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
改
定
問
題
を
手
掛
か
り
に
二
〇
〇
〇
年
代
後
半
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
国
内
治
安
に
関
す
る
憲

法
政
策
論
・
憲
法
解
釈
論
の
動
向
を
把
握
す
る
と
い
う
本
稿
の
目
的
は
ひ
と
ま
ず
達
成
で
き
た
。
各
章
で
提
示
さ
れ
た
諸
論
点
に
対
し
て

断
片
的
に
加
え
て
き
た
本
稿
な
り
の
分
析
は
、
さ
ら
に
全
体
的
評
価
へ
の
結
晶
化
が
求
め
ら
れ
る
が
、
現
状
把
握
を
第
一
義
的
な
課
題
と

す
る
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
立
入
ら
ず
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
な
か
っ
た
諸
現
象
も
綜
合
し
た
今
後
の
作
業
に
委
ね
る
こ
と
に
し
た
い
。
以
下

で
は
、
改
定
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
が
発
効
し
た
二
〇
〇
九
年
以
降
の
展
開
へ
の
若
干
の
言
及
に
よ
っ
て
、
本
稿
の
む
す
び
と
し
た
い
。

１

第
二
次
メ
ル
ケ
ル
政
権
の
治
安
政
策
の
行
方

二
〇
〇
九
年
一
〇
月
に
誕
生
し
た
Ｃ
Ｄ
Ｕ
／
Ｃ
Ｓ
Ｕ
と
Ｆ
Ｄ
Ｐ
に
よ
る
新
た
な
連
立
政
権
の
治
安
政
策
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
両
党
の

連
立
協
定
第
四
章
は
「
自
由
と
安
全
―
市
民
的
権
利
と
強
い
国
家
を
通
じ
て
」
と
な
っ
て
お
り
、
両
党
の
立
場
が
共
存
し
た
格
好
に
な
っ

て
い（
９５
）

る
。
内
容
と
し
て
は
、
警
察
と
諜
報
・
公
安
調
査
機
関
と
の
「
分
離
原
則
」
の
維
持
や
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
の
規
定
及
び
運
用
面
で
の
改
善
や

電
気
通
信
監
視
の
事
後
評
価
が
示
さ
れ
る
な
ど
の
点
に
、
Ｆ
Ｄ
Ｐ
の
意
向
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
Ｂ
Ｋ
Ａ
の
措
置
に
つ
い
て
は
、

私
生
活
の
核
心
領
域
保
護
を
強
化
す
る
観
点
か
ら
現
行
法
を
検
証
す
る
こ
と
を
取
り
決
め
て
い
る
。「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
の
際
の
令
状

に
つ
い
て
は
、
現
行
の
Ｂ
Ｋ
Ａ
所
在
地
の
区
裁
判
所
に
代
え
て
、
連
邦
裁
判
所
の
裁
判
官
が
連
邦
検
事
総
長
の
求
め
に
基
づ
き
発
行
す
る

こ
と
に
改
め
る
と
し
て
い
る
。
核
心
領
域
保
護
の
不
十
分
さ
や
裁
判
官
留
保
の
形
骸
化
と
い
う
、
改
定
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
の
大
き
な
問
題
点
と
し

て
指
摘
さ
れ
、
目
下
係
争
中
の
憲
法
異
議
の
争
点
と
も
な
っ
て
い
る
部
分
が
、
改
善
の
方
向
で
見
直
し
さ
れ
る
可
能
性
が
出
て
き
た
わ
け

で
あ
る
。
他
の
部
分
で
も
デ
ー
タ
保
護
を
重
視
す
る
Ｆ
Ｄ
Ｐ
の
主
張
が
多
く
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
た
だ
し
他
方
で
は
、
警
察
の
多

一
一
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国
間
協
力
活
動
の
際
の
連
邦
と
州
の
連
携
強
化
、
連
邦
警
察
の
機
能
強
化
の
方
向
性
、
極
右
・
極
左
過
激
勢
力
と
の
対
峙
姿
勢
、「
テ
ロ
」

や
組
織
犯
罪
に
対
応
し
た
市
民
的
安
全
調
査
の
た
め
の
研
究
機
関
の
創
設
が
盛
り
込
ま
れ
る
な
ど
、
各
論
的
に
は
治
安
強
化
の
方
向
に
親

和
的
な
内
容
も
含
ま
れ
て
は
い
る
。

第
二
次
メ
ル
ケ
ル
政
権
発
足
に
伴
う
新
組
閣
に
よ
り
財
務
相
に
転
じ
た
シ
ョ
イ
ブ
レ
の
後
任
と
し
て
、
Ｔ
・
デ
・
マ
ジ
ー
レ
が
内
務
相

に
任
命
さ
れ
た
。
ザ
ク
セ
ン
州
の
司
法
大
臣
や
内
務
大
臣
を
経
験
し
た
こ
の
Ｃ
Ｄ
Ｕ
の
中
堅
政
治
家
は
、
前
任
者
ほ
ど
強
固
な
治
安
強
化

論
者
で
は
な
い
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
児
童
ポ
ル
ノ
規
制
へ
の
積
極
的
な
姿
勢
に
お
い
て
「
シ
ョ
イ
ブ
レ
二（
９６
）

世
」
と
も
呼
ば
れ
て
い

る
。
他
方
、
ツ
ュ
プ
ー
リ
ス
の
後
任
司
法
大
臣
に
は
Ｆ
Ｄ
Ｐ
の
ロ
イ
ト
ホ
イ
ザ
ー－

シ
ュ
ナ
レ
ン
ベ
ル
ガ
ー
が
就
任
し
た
。
こ
の
間
、
Ｍ

・
ハ
ル
ム
ス
連
邦
検
事
総
長
は
、
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
に
よ
り
Ｂ
Ｋ
Ａ
が
予
防
的
活
動
の
一
環
と
し
て
獲
得
し
た
情
報
を
刑
事
訴
追
領
域
で
活
用
す

る
こ
と
は
可
能
と
い
う
見
方
と
同
時
に
、「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」な
ど
を
含
め
た
テ
ロ
対
策
強
化
の
た
め
の
刑
訴
法
改
定
を
望
む
見
解
を
、

新
聞
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
示
し
て
お（
９７
）

り
、
刑
事
訴
訟
法
改
定
が
具
体
的
な
立
法
論
議
に
浮
上
し
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
う
し
た
検
察
の

意
向
に
対
し
て
、
か
つ
て
「
大
盗
聴
」
を
批
判
し
て
内
相
を
辞
職
し
た
経
歴
を
持
つ
ロ
イ
ト
ホ
イ
ザ
ー－

シ
ュ
ナ
レ
ン
ベ
ル
ガ
ー
が
ど
う

い
う
姿
勢
を
と
る
の
か
は
今
の
と
こ
ろ
定
か
で
は
な（
９８
）

い
。

２

《
一
九
八
三
》
と
《
一
九
八
五
》
の
は
ざ
ま
で

Ｂ
Ｋ
Ａ
法
に
基
づ
く
「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
が
施
行
さ
れ
る
の
は
実
に
二
〇
二
〇
年
の
こ
と
で
あ
る
。「
異
例
の
対（
９９
）

応
」
と
い
え
る
長

期
的
な
凍
結
で
あ
る
が
、「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
が
抱
え
る
技
術
上
の
難
点
や
コ
ス
ト
を
考
え
れ
ば
、
推
進
派
に
と
っ
て
も
、
多
く
の
問

題
を
ク
リ
ア
ー
す
る
た
め
の
猶
予
期
間
と
し
て
必
要
な
時
間
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
問
題
は
、
こ
の
凍
結
期
間
の
間
に
「
オ
ン
ラ
イ

ン
捜
索
」
の
よ
う
な
情
報
収
集
手
法
に
対
す
る
市
民
の
感
覚
が
ど
の
よ
う
な
変
化
を
遂
げ
る
の
か
（
あ
る
い
は
遂
げ
な
い
の
か
）
と
い
う

連
邦
刑
事
庁
（
Ｂ
Ｋ
Ａ
）
・
ラ
ス
タ
ー
捜
査
・
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
（
３
・
完
）
（
植
松
）

一
一
三



点
で
あ
る
。
カ
メ
ラ
監
視
、
ラ
ス
タ
ー
捜
査
、
電
気
通
信
監
視
、
銀
行
預
金
口
座
や
自
動
車
標
識
の
自
動
照
合
な
ど
様
々
な
監
視
措
置
や

個
人
情
報
収
集
活
動
に
馴
致
さ
れ
た
市
民
の
多
く
は
、
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
二
〇
ｋ
条
の
発
効
を
待
つ
ま
で
も
無
く
、「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
に
も

心
理
的
抵
抗
を
さ
ほ
ど
感
じ
る
こ
と
な
く
、
刑
訴
法
、
Ｂ
Ｎ
Ｄ
法
、
各
州
警
察
法
等
に
お
い
て
当
該
措
置
の
導
入
が
容
易
に
実
現
し
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
。N

ichtstörer

で
あ
る
自
ら
監
視
の
対
象
と
は
い
え
、
捜
査
の
事
実
上
の
ね
ら
い
が
―
―「
九
・
一
一
ラ
ス
タ
ー
捜
査
」

か
ら
ホ
フ
マ
ン－
リ
ー
ム
が
読
み
取
っ
た
よ
う
に
、
あ
る
い
は
、
新
設
さ
れ
た
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
四
ａ
条
か
ら
フ
ォ
ン
・
デ
ン
コ
ヴ
ス
キ
が
読
み

取
っ
た
よ
う
に
―
―
イ
ス
ラ
ム
過
激
主
義
の
「
危
険
分
子
」
だ
と
す
れ
ば
、
多
く
の
市
民
に
と
っ
て
、
監
視
さ
れ
る
不
利
益
は
や
は
り「
他

人
事
」
に
見
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ザ
ア
ウ
ア
ー
ラ
ン
ト
グ
ル
ッ
ペ
事
件
は
、
ド
イ
ツ
国
内
に
お
け
る
「
テ
ロ
」
犯
罪
の

「
持
続
性
の
危
険
」
の
存
在
に
説
得
力
を
与
え
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
未
然
に
予
防
し
た
情
報
機
関
の
よ
り
い
っ
そ
う
の
機
能
強
化
を
求

め
る
動
き
を
後
押
し
す
る
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
人
口
に
膾
炙
し
た
「
敵
／
味
方
刑
法
」
の
み
な
ら
ず
、
警
察
法
制
も
ま
た
「
敵
／
味
方
警

察
法
」
へ
と
変
容
し
つ
つ
あ
り
、
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
の
改
定
は
そ
の
こ
と
を
象
徴
す
る
出
来
事
で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。（
ヤ
ー
コ

ブ
ス
の
「
敵
／
味
方
刑
法
」
と
そ
れ
を
支
え
る
思
想
﹇
例
え
ば
よ
く
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
政
治
思
想
﹈、
デ

ペ
ン
ホ
イ
ア
ー
の
「
法
治
国
家
の
自
己
主
張
」（

１００
）

論
な
ど
の
本
格
的
な
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
）。

否
、
逆
に
《
一
九
八
三
年
》
の
連
邦
憲
法
裁
国
勢
調
査
判
決
の
嫡
子
た
る
《
二
〇
〇
八
年
》
の
「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
判
決
の
精
神
が
、

こ
う
し
た
流
れ
を
阻
止
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
役
割
を
少
な
く
と
も
一
定
の
範
囲
で
果
た
し
て
き
た
と
評
し
う
る
連
邦
憲
法

裁
判
所
第
一
法
廷
の
判
例
動
向
は
本
文
で
確
認
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
ホ
フ
マ
ン－

リ
ー
ム
が
二
〇
〇
八
年
夏
に
退
任
し
、
二
〇
一
〇

年
三
月
に
長
官
が
パ
ピ
ー
ア
か
ら
フ
ォ
ス
ク
ー
レ
に
交
替
し
た
後（

１０１
）

も
、こ
の
流
れ
に
大
き
な
変
化
は
な
い
。二
〇
一
〇
年
三
月
二
日
に
は
、

第
一
法
廷
は
、
電
話
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
電
話
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
Ｅ
メ
ー
ル
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
チ
ャ
ッ
ト
等
を
取
り
扱
う
電
気
通
信

事
業
者
に
通
信
記
録
の
保
存
を
各
国
に
義
務
付
け
た
Ｅ
Ｕ
指
令
（2006/24/E

G

）
の
国
内
法
化
で
あ
る
電
気
通
信
法
一
一
三
ａ
条
並
び
に

一
一
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一
一
三
ｂ
条
及
び
刑
訴
法
一
〇
〇
ｇ
条
一
項
を
基
本
法
一
〇
条
の
通
信
の
秘
密
の
侵
害
を
理
由
に
違
憲
無
効
と
宣
言
し
た
（B

V
erfG

,

U
rt.v.2.3.2010

1
B

vR
256/08,

1
B

vR
263/08

u.1
B

vR
586/08 （

１０２
））。

本
案
手
続
に
先
立
つ
法
適
用
停
止
の
仮
命
令
（B

V
erfG

E
121,

1
;

B
V

erfG
E

122,
120

）
の
流
れ
か
ら
は
予
想
さ
れ
た
結
論
と
も
い
え
る
が
、「
日
常
的
交
友
の
上
で
必
須
で
、
現
代
世
界
の
社
会
生
活
へ

の
関
与
に
と
っ
て
も
は
や
放
棄
で
き
な
い
」
電
気
通
信
を
行
う
全
て
の
市
民
を
対
象
と
す
る
点
で
、
同
法
に
基
づ
く
記
録
保
存
を
「
法
秩

序
が
こ
れ
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
よ
う
な
、
面
的
広
範
性
を
伴
う
格
段
に
重
大
な
侵
害
」（1

B
vR

256/08
u.a.R

dn.210

）
だ
と
す
る
基
本
認

識
に
立
っ
た
上
で
、
戦
略
的
監
視
判
決
、「
大
盗
聴
」
判
決
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
遠
隔
監
視
判
決
、
ラ
ス
タ
ー
捜
査
決
定
、「
オ
ン
ラ
イ

ン
捜
索
」
判
決
と
い
う
一
連
の
判
例
法
理
を
引
証
し
な
が
ら
、
デ
ー
タ
の
照
会
・
利
用
に
か
か
わ
る
刑
事
訴
追
（
特
定
の
事
実
に
よ
り
根

拠
付
け
ら
れ
る
重
大
な
犯
罪
の
嫌
疑
の
存
在
）、
危
険
防
除
及
び
諜
報
（
重
大
な
法
益
に
対
す
る
具
体
的
危
険
の
事
実
上
の
手
が
か
り
の

存
在
）
の
そ
れ
ぞ
れ
の
侵
害
境
界
値
を
再
確
認
し
た
同
判
決
（ebenda,

R
dn.227－234,

253－253

）
の
意
義
は
小
さ
く
な
い
。
た
だ
し
、

こ
れ
ま
で
も
何
度
か
言
及
し
た
と
お
り
、
連
邦
憲
法
裁
は
最
新
技
術
を
駆
使
し
た
予
防
的
監
視
措
置
に
つ
い
て
厳
格
な
基
準
で
審
査
を

行
っ
て
き
た
も
の
の
、
当
該
基
準
の
遵
守
を
前
提
に
、
こ
う
し
た
措
置
に
憲
法
上
の
お
墨
付
き
を
付
与
し
て
き
た
点
も
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
三
月
二
日
の
判
決
も
ま
た
。
電
気
通
信
の
記
録
保
存
一
般
を
違
憲
だ
と
解
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
国
内
治
安
に
関
す
る
ド
イ
ツ
―
―
も
と
よ
り
ド
イ
ツ
の
み
に
固
有
の
話
で
は
な
い
が
―
―
の
憲
法
政
策
論
・
憲
法
解
釈

論
は
、
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
上
の
「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
が
稼
動
す
る＜
二
〇
二
〇
年＞

を
、（
使
い
古
し
た
言
い
回
し
だ
が
）
Ｇ
・
オ
ー
ウ
ェ
ル

『
一
九
八
四
年
』
の
描
く
世
界
に
変
え
る
か
、
そ
れ
と
も＜

一
九
八
三
年＞

の
国
勢
調
査
判
決
の
理
念
が
生
き
る
世
界
に
と
ど
め
る
の
か

と
い
う
、
せ
め
ぎ
あ
い
の
振
幅
を
続
け
て
い
る
。

【
後
記
】
本
稿
第
四
章
及
び
終
章
部
分
は
二
〇
〇
九
年
末
ま
で
に
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
完
成
し
て
も
の
で
あ
る
が
、
予
想
外
に
公
表
が
遅
れ
た
た

連
邦
刑
事
庁
（
Ｂ
Ｋ
Ａ
）
・
ラ
ス
タ
ー
捜
査
・
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
（
３
・
完
）
（
植
松
）

一
一
五



め
、
二
〇
一
〇
年
四
月
ま
で
に
出
た
文
献
や
雑
誌
・
新
聞
記
事
で
筆
者
が
接
し
得
た
情
報
に
つ
い
て
も
本
文
中
に
反
映
さ
せ
て
い
る
。

（
１
）
こ
の
点
に
つ
き
、vgl.

R
ainer

E
rd,

B
undesverfassungsgericht

versus
Politik,

K
J

2008,
S.120－124

;
G

eritt
H

ornung,
E

in
neues

G
run-

drecht
C

R
2008,

S.
299

f.

隣
国
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
の
政
策
論
議
に
投
じ
た
本
判
決
の
イ
ン
パ
ク
ト
に
つ
い
て
は
、vgl.

Stefan
H

olzner,
D

ie

O
nline-D

urchsuchung,
K

enzingen
2009,

S.
46

f.

（
２
）vgl.

Fredrik
R

oggan,
Präventive

O
nline-D

urchsuchungen
:

in,
ders.（H

rsg.

）,O
nline-D

urchsuchungen,B
erlin

2008,
S.

112,
118

f.

（
３
）
例
え
ば
、
一
九
九
六
年
に
民
主
主
義
と
憲
法
裁
判
と
の
関
係
を
め
ぐ
り
シ
ョ
イ
ブ
レ
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
論
争
を
紹
介
し
た
、
服
部
高
宏

「
法
と
政
治
の
力
学
と
憲
法
裁
判
」
井
上
達
夫
・
島
津
格
・
松
浦
好
治
編
『
法
の
臨
海
﹇
Ⅰ
﹈』所
収
（
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
九
九
年
）
一

一
二
―
一
一
六
頁
。

（
４
）K

oalitionsvereinbarung
2008

bis
2013

zw
ischen

C
SU

und
FD

P
für

die
16.

W
ahlperiode

des
B

ayerischen
L

andtags,
2008.

「
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
の
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
は
、
私
的
領
域
へ
の
強
い
侵
害
で
あ
る
か
ら
、
絶
対
的
な
例
外
事
例
に
限
り
許
さ
れ
る
。
法
律
上
の
基
準
は
、

こ
の
例
外
的
性
格
と
い
う
観
点
か
ら
審
査
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ
け
、
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
と
の
関
連
で
の
住
居
へ
の
秘
密
の
立
入
り
権

限
は
将
来
的
に
は
廃
止
さ
れ
る
。
私
生
活
の
営
み
の
核
心
領
域
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
の
と
お
り
、
不
可
侵
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
す

る
規
定
は
、
よ
り
明
確
化
さ
れ
た
も
の
に
な
る
。
職
業
上
得
た
秘
密
の
保
持
者
と
し
て
保
護
さ
れ
る
範
囲
に
、
将
来
的
に
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

及
び
議
員
も
含
め
ら
れ
る
。
監
視
措
置
に
際
し
て
の
裁
判
官
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
同
時
に
議
会
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
も
改
善
さ
れ
る
。

連
立
両
党
は
、
秘
密
の
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
の
運
用
に
つ
い
て
の
外
部
機
関
に
よ
る
事
後
評
価
を
予
定
し
て
い
る
」（ebenda,

S.
62

）。

（
５
）
二
〇
〇
八
年
の
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
改
定
に
関
す
る
論
考
の
う
ち
、
雑
誌
等
に
公
表
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、z.B

.G
erhart

R
.B

aum
/Peter

Schantz,
D

ie

N
ovelle

des
B

K
A

-G
esetzes,

Z
R

P
2008,

S.
137

ff.;
C

harles
von

D
enkow

ski,
W

eitere
Präventivbefugnisse

für
das

B
K

A
?,

K
rim

inal-

politik
2007,

S.292
ff.;

ders.,
G

esetz
zur

A
bw

ehr
von

G
efahren

des
internationalen

T
errorism

us
durch

das
B

K
A

,
K

rim
inalipolitik

2008,
S.

410
ff.;

Frank
T

hiede,
E

ntw
urf

des
B

K
A

-G
esetzes,

K
rim

inalpolitik
2008,

S.
539

ff.;
Fredrik

R
oggan,

D
as

neue
B

K
A

-

G
esetz

-
Z

ur
w

eiteren
Z

entralisierung
der

deutschen
Sicheheitsarchitektur,

N
JW

2009,
S.

257
ff.;

R
einer

E
rd,D

as
neue

B
K

A
-

G
esetz,

K
&

R
2009,

S.
3

;
H

einrich
A

.W
olff,

D
ie

G
renzverschiebung

von
polizeilicher

und
nachrichtendienstlicher

Sicherheitsge-
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w
ährleistung,

D
Ö

V
2009,

S.
597

ff.

さ
ら
に
、
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
と
し
て
、M

atthias
B

äcker,T
errorism

usabw
ehr

durch
das

B
undeskrim

i-

nalam
t,

B
erlin

2009.

が
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
併
せ
て
、
後
掲
註
（
７
）
の
連
邦
議
会
内
務
委
員
会
公
聴
会
の
議
事
録
及
び
公
述
人
意
見
書
も

参
照
。
邦
語
文
献
と
し
て
は
、
島
田
茂
「
予
防
的
警
察
措
置
の
法
的
統
制
と
比
例
原
則
の
適
用
」
甲
南
法
学
五
〇
巻
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）
七

二
頁
以
下
、
上
代
庸
平
「
テ
ロ
対
策
権
限
の
垂
直
的
配
分
」
大
沢
秀
介
・
小
山
剛
編
『
自
由
と
安
全
』（
尚
学
社
・
二
〇
〇
九
年
）
二
三
八
頁
以

下
、
等
が
こ
の
問
題
を
直
接
・
間
接
に
扱
っ
て
お
り
、
本
稿
は
こ
れ
ら
の
分
析
も
参
考
に
し
て
い
る
。

（
６
）
連
邦
政
府
提
出
法
案
は
連
邦
参
議
院
の
第
一
回
審
査
を
必
要
と
す
る
た
め
、
与
党
議
員
に
よ
る
同
様
の
法
案
が
提
出
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
き
、
山
口
和
人
「
ド
イ
ツ
の
立
法
過
程
」
上
田
章
先
生
�
寿
記
念
『
立
法
の
実
務
と
理
論
』（
信
山
社
・
二
〇
〇
五
年
）
五
七
一－

五
七
二
頁
、
参
照
。

（
７
）
公
聴
会
の
議
事
録
、
公
述
人
意
見
書
及
び
公
述
人
以
外
の
関
連
団
体
（
メ
デ
ィ
ア
八
団
体
、
ド
イ
ツ
産
業
・
商
業
会
議
、
ド
イ
ツ
弁
護
士
協

会
、
等
）
が
提
出
し
た
意
見
書
は
、
連
邦
議
会
の
Ｈ
Ｐ
に
登
載
さ
れ
て
い
る
（http

://w
w

w
.bundestag.de/bundestag/ausschuesse/a

04/anho-

erungen/A
nhoerung

15/index.htm
l;

http
://w

w
w

.bundestag.de/bundestag/ausschuesse/a
04/anhoerungen/A

nhoerung
15/Stellungnah-

m
en_SV

/index.htm
l

）。
以
下
の
註
に
お
い
て
、
公
聴
会
の
発
言
を
掲
げ
る
場
合
、
発
言
者
名
・A

nhörung

・
議
事
録（B

T－Protokoll
16/73

）

頁
数
を
、
意
見
書
を
掲
げ
る
場
合
、
文
責
者
名
・Stellungnahm

e,

・
頁
数
を
、
そ
れ
ぞ
れ
表
記
す
る
。

（
８
）
例
え
ば
、
Ａ
Ｒ
Ｄ
の
報
道
番
組
の
サ
イ
ト
記
事
の
見
出
し
は
「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
に
対
す
る
異
議
ほ
と
ん
ど
出
ず
」
と
な
っ
て
い
る
（D

ie

N
achrichten

der
A

R
D

von
15.9.2008.

http
://w

w
w

.tagesschau.de/inland/bkagesetz
106.htm

l

）。
連
邦
議
会
の
広
報
サ
イ
ト
自
体
が
活
動

報
告
で
「
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
は
『
合
憲
で
あ
る
』」と
見
出
し
を
打
っ
た
（http

://w
w

w
.bundestag.de/cgibin/druck.pl

）
こ
と
の
影
響
も
大
き
い
と
思

わ
れ
る
。

（
９
）K

utscha,
A

nhörung
,

a.a.O
.（A

nm
.7

）,insb.S.48.

（
１０
）A

rbeitsgem
einschaft

Sozialdem
okratischer

Juristinnen
und

Juristen,
Pressem

ittelung
von

17.11.2008.

と
は
い
え
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
主
流
は

法
案
を
支
持
し
た
の
で
あ
り
、
連
邦
議
会
を
通
過
し
た
翌
日
の
Ｓ
Ｚ
紙
の
論
説
は
、
一
九
三
三
年
の
授
権
法
の
採
決
に
抵
抗
し
た
歴
史
を
指
摘

し
な
が
ら
、
Ｓ
Ｐ
Ｄ
は
そ
の
法
治
国
家
的
伝
統
を
思
い
出
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
そ
の
姿
勢
を
批
判
し
て
い
る
（SZ

vom
21.11.2008

）。

（
１１
）
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
団
体
、
放
送
局
（
Ａ
Ｒ
Ｄ
、
Ｚ
Ｄ
Ｆ
）、
メ
デ
ィ
ア
労
組
な
ど
の
プ
レ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
八
団
体
に
よ
る
共
同
見
解
が
連
邦

議
会
と
連
邦
参
議
院
に
そ
れ
ぞ
れ
提
出
さ
れ
て
い
る
（A

R
D

u.a.,
G

em
einsam

e
Stellungnahm

e
von

11.9.2008
;

ders.,
G

em
einsam

e

連
邦
刑
事
庁
（
Ｂ
Ｋ
Ａ
）
・
ラ
ス
タ
ー
捜
査
・
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
（
３
・
完
）
（
植
松
）

一
一
七



Stellungnahm
e

von
27.10.2008.

http
:

//w
w

w
.bundestag

.de/bundestag
/ausschuesse/a

04
/anhoerungen

/A
nhoerung

15
/Stellungnah-

m
en_w

eitere/index.htm
l

）。
そ
こ
で
は
、「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
職
業
上
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
社
会
に
お
け
る
政
治
的
、
経
済
的
、

社
会
的
な
問
題
に
可
能
な
か
ぎ
り
多
く
の
公
民
を
直
面
さ
せ
る
と
い
う
任
務
を
メ
デ
ィ
ア
が
遂
行
す
る
上
で
立
脚
す
る
基
盤
で
あ
る
」（S.2

）

と
い
う
前
提
か
ら
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
情
報
秘
匿
権
の
重
要
性
が
説
か
れ
て
い
る
。D

er
Spiegel

51/2008
S.91.

で
は
、
法
案
が
持
つ
報

道
の
自
由
へ
の
危
険
性
を
指
摘
し
た
各
メ
デ
ィ
ア
の
見
解
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。

（
１２
）
一
〇
月
一
三
日
に
は
ベ
ル
リ
ン
で
主
催
者
発
表
一
〇
万
（
警
察
発
表
一
万
五
千
〜
五
万
）
の
大
規
模
デ
モ
が
行
わ
れ
た
（vgl.

B
erliner

M
orgenpost-O

nline
von

13.10.2008

）。

（
１３
）vgl.

Spiegel-O
nline

von
13.11.2008

;
taz-O

nline
von

13.11.2008

（
１４
）vgl.

Spiegel-O
nline

von
18.11.2008,

von
20.11.2008

（
１５
）
政
府
の
強
硬
姿
勢
の
前
に
僅
か
な
譲
歩
で
満
足
し
て
い
る
連
邦
参
議
院
の
「
妥
協
」
を
「
ご
ま
か
し
」
だ
と
酷
評
す
る
新
聞
論
説
も
あ
っ
た

（SZ
vom

4.12.2008

）。

（
１６
）
こ
の
概
念
に
つ
き
、vgl.

Pieroth/Schlink/K
niesel,

Polizei-und
O

rdnungsrecht,
5.A

ufl.,
M

ünchen
2008,

§
15

R
dn.36－44.

（
１７
）
Ｉ
Ｍ
Ｓ
Ｉ
キ
ャ
ッ
チ
ャ
ー
と
は
、
技
術
的
手
段
に
よ
っ
て
モ
バ
イ
ル
端
末
の
機
種
番
号
、
端
末
カ
ー
ド
番
号
、
存
在
位
地
を
捜
査
す
る
こ
と
。

そ
の
実
態
に
つ
い
て
、vgl.

C
harls

von
D

enkow
ski,

Fernm
eldeaufklärung

durch
IM

SI-C
atcher,

K
rim

inalpolitik
2002,

S.117
ff.

（
１８
）W

olff,
a.a.O

.（A
nm

.5

）,S.598.

（
１９
）
バ
イ
エ
ル
ン
州
刑
事
局
長
の
ダ
ー
テ
は
、「
ザ
ウ
ア
ー
ラ
ン
ト
グ
ル
ッ
ペ
の
メ
ン
バ
ー
は
治
安
官
庁
が
よ
く
認
識
し
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た

―
―
だ
が
、
そ
の
現
実
の
危
険
性
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
シ
ン
パ
と
実
行
犯
と
の
垣
根
が
い
か
に
狭
い
の
か
、
こ
の
例
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

る
」
と
指
摘
す
る
（D

athe,
Stellungnahm

e,
a.a.O

.﹇A
nm

.5
﹈,S.1

）。「
持
続
性
の
危
険
」
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
一
章
、
参
照
。

（
２０
）
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
上
級
地
方
裁
判
所
が
認
定
し
た
事
実
に
よ
れ
ば
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
は

在
独
米
軍
施
設
、
デ
ィ
ス
コ
ク
ラ
ブ
、
空
港
な

ど
で
の
爆
弾
テ
ロ
を
計
画
し
て
い
た
と
い
う
。
Ｒ
Ａ
Ｆ
に
よ
る
シ
ュ
ラ
イ
シ
ャ
ー
誘
拐
事
件
以
降
最
大
規
模
の
捜
査
官
を
投
入
し
た
こ
の
事
件

は
、
戦
後
最
大
の
テ
ロ
裁
判
と
評
さ
れ
た
が
、
当
初
黙
秘
し
て
い
た
被
告
人
が
公
判
中
に
罪
状
を
認
め
る
に
転
じ
た
こ
と
も
あ
り
、
予
想
外
の

迅
速
審
理
に
よ
り
、
二
〇
一
〇
年
三
月
四
日
、
被
告
人
ら
に
対
し
て
禁
固
一
一
年
か
ら
一
二
年
の
刑
（
協
力
者
に
三
乃
至
五
年
の
懲
役
）
を
言

い
渡
す
判
決
が
同
上
級
地
方
裁
判
所
で
下
さ
れ
た
（vgl.

z.B
.Spiegel-O

nline
von

4.3.2010

）。
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（
２１
）
連
邦
憲
法
擁
護
庁
は
、
二
〇
〇
八
年
時
点
で
ド
イ
ツ
国
内
に
て
活
動
す
る
イ
ス
ラ
ム
過
激
組
織
を
二
九
団
体
、
そ
の
構
成
員
や
協
力
者
を

三
四
七
二
名
（
前
年
比
一
五
五
〇
名
増
）
と
把
握
し
て
い
る
。vgl.

B
IM

,
V

erfassungsschutzbericht
2008,

S.207
f.

（
２２
）
例
え
ば
連
邦
参
議
院
の
法
案
審
議
で
の
、
シ
ョ
イ
ブ
レ
連
邦
内
相
の
発
言
（B

R
－D

rs.
851/08,

S.406

）、
参
照
。

（
２３
）
島
田
・
前
掲
註
（
５
）
も
参
照
。

（
２４
）B

äcker,
a.a.O

.（A
nm

.5

）,S.105.vgl.
auch

ebenda,
S.105,

FN
.264.

（
２５
）
こ
の
点
は
、
本
稿
第
三
章
、
参
照
。
島
田
・
前
掲
（
註
５
）
八
〇－

八
四
頁
、
参
照
。

（
２６
）z.B

.H
eckm

ann,
Stellungnahm

e,
a.a.O

.（A
nm

.7

）,S.4－6.

（
２７
）
二
〇
ｋ
条
を
基
本
的
に
合
憲
と
解
す
る
ヘ
ッ
ク
マ
ン
も
、
行
為
責
任
者
の
み
な
ら
ず
、
状
態
責
任
者
に
ま
で
措
置
を
拡
大
し
た
こ
と
に
つ
い

て
は
、
規
範
明
確
性
・
規
範
特
定
性
に
違
背
す
る
と
指
摘
す
る
。
状
態
責
任
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
Ｉ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
上
の
爆
弾
テ
ロ
計
画
を
削

除
す
る
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
の
「
責
任
」
を
想
定
し
た
場
合
、
そ
こ
で
防
除
さ
れ
る
べ
き
は
、
Ｉ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
自
体
の
危
険
で
は
な
く
、
シ
ス
テ
ム

上
を
流
通
す
る
情
報
内
容
に
含
ま
れ
る
危
険
で
あ
る
以
上
、N

nichtstö rer

で
あ
る
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
に
負
担
を
強
い
る
こ
と
を
意
味
す
る（H

eck-

m
ann,

Stellungnahm
e,

a.a.O
.﹇A

nm
.7
﹈,S.9

f.

）。

（
２８
）B

aum
/Schantz,

a.a.O
.（A

nm
.5

）,S.138
f.;

R
oggan,

a.a.O
.（A

nm
.5

）,S.261.

（
２９
）Stö rer

は
、
一
般
に
は
「
妨
害
者
」、
と
き
に
「
障
害
者
」
な
ど
と
訳
さ
れ
る
。
本
稿
が
、
第
一
章
に
てN

ichtstö rer

を
「
非
侵
害
者
」
と
訳

出
し
た
の
は
、
法
益
を
毀
損
す
る
（schadigen
）
者
又
は
侵
害
す
る
（beeinträchtigen

）
者
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
強
調
を
意
図
し
た
と
こ
ろ

に
よ
る
が
、
同
じ
く
本
稿
がE

ingriff

を（「
介
入
」
で
は
な
く
）「
侵
害
」
と
い
う
訳
を
採
用
し
た
こ
と
に
よ
る
概
念
上
の
混
淆
の
お
そ
れ
が
あ

る
ば
か
り
か
、
Ｏ
・
マ
イ
ヤ
ー
の
警
察
法
学
に
沿
革
を
有
す
る
、「
善
き
秩
序
」（gute

O
rdnung

）
をstö ren

し
な
い
臣
民
／
市
民
の
義
務
と
い

う
観
念
か
ら
す
れ
ば
、「
撹
乱
者
」、
さ
も
な
く
ば
一
般
的
なStö rer＝

妨
害
者
／N

ichtstö rer＝

非
妨
害
者
が
や
は
り
無
難
で
あ
る
と
再
認
識
す

る
に
至
っ
た
。
第
一
章
と
の
整
合
性
の
問
題
も
あ
る
が
、
第
一
章
以
上
にStö rer

概
念
が
重
要
な
位
置
を
占
め
る
本
章
で
は
、Stö rer

／N
icht-

stö rer

は
、
原
語
の
ま
ま
と
し
た
。
警
察
に
よ
り
防
除
さ
れ
る
べ
き
危
険
の
責
任
（
行
為
責
任
及
び
状
態
責
任
）
が
帰
さ
れ
る
人
物
と
し
て
の

Stö rer

に
つ
い
て
の
説
明
は
警
察
法
の
教
科
書
で
あ
れ
ば
必
ず
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
、
当
該
概
念
の
不
明
確
さ
へ
の
批
判
的
視
点

も

含

ん

だE
rhard

D
enninger,

G
efahrenabw

ehr,
in

:
H

ans
L

isken/E
.D

enninger

（H
rsg.

）,H
andbuch

des
Polizeirechts,

4.A
ufl.

M
ünchen

2007,
E

R
dn.67

ff.

参
照
。
こ
れ
ら
ド
イ
ツ
警
察
法
の
概
念
枠
組
み
を
応
用
し
た
、
宮
田
三
郎
『
警
察
法
』（
信
山
社
・
二
〇
〇
二

連
邦
刑
事
庁
（
Ｂ
Ｋ
Ａ
）
・
ラ
ス
タ
ー
捜
査
・
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
（
３
・
完
）
（
植
松
）

一
一
九



年
）
第
七
章
も
参
照
。
警
察
法
に
関
す
る
マ
イ
ヤ
ー
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
米
田
雅
宏
「
現
代
国
家
に
お
け
る
警
察
法
理
論
の
可
能
性
（
一
）」

法
学
七
〇
巻
（
二
〇
〇
六
年
）
三
二
頁
以
下
、
が
あ
ら
た
め
て
参
考
に
値
す
る
。

（
３０
）B

äcker,
a.a.O

.（A
nm

.5

）,S.105.

（
３１
）
島
田
・
前
掲
（
註
５
）
八
二－

九
六
頁
。
本
稿
第
三
章
部
分
の
脱
稿
以
降
に
接
し
た
島
田
の
見
解
を
踏
ま
え
た
と
き
、
本
稿
の
「
オ
ン
ラ
イ

ン
捜
索
」
判
決
の
分
析
は
、
判
決
の
限
界
を
明
確
に
す
る
視
点
が
不
十
分
で
あ
っ
た
と
感
じ
て
い
る
。

（
３２
）
島
田
・
前
掲
（
註
５
）
九
〇
頁
。

（
３３
）M

ö stl,
a.a.O

.（A
nm

.7

）,Stellungnahm
e,

S.5
f.;

ders.,
A

nhörung
,

a.a.O
.（A

nm
.7

）,S.22
f.

（
３４
）vgl.

G
eiger,

Stellungnahm
e,

a.a.O
.（A

nm
.7

）,S.3
;

B
undesrechtanw

altskam
m

er,
Stellungnahm

e,
a.a.O

.（A
nm

.7

）,S.3
f.

（
３５
）
裁
判
官
の
関
与
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
島
田
茂
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
点
検
が
情
報
収
集
を
実
際
に
行
う
Ｂ
Ｋ
Ａ
職
員
の
主

導
に
な
る
可
能
性
は
高
い
（
島
田
・
前
掲
﹇
註
５
﹈
八
六
頁
）。
デ
ー
タ
保
護
観
察
官
の
独
立
性
に
も
な
お
疑
義
が
呈
さ
れ
て
い
る
（z.B

.B
äcker,

a.a.O
.﹇A

nm
.5

﹈,S.89

）。
さ
ら
に
、
ポ
シ
ャ
ー
の
評
価
は
、
任
務
に
従
事
す
る
官
吏
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
関
与
す
る
こ
と
自
体
、
核
心
領
域
保

護
の
軽
視
で
あ
り
、「
茶
番
」
だ
と
厳
し
い
（R

alf
Poscher,

M
enschenw

ürde
und

K
ernbereichsschtz,

JZ
2009,

S.276

）。
連
邦
議
会
の

本
会
議
で
も
、
Ｂ
Ｋ
Ａ
の
自
己
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
な
ど
ア
ル
中
患
者
を
酒
場
に
連
れ
て
行
き
な
が
ら
呑
み
す
ぎ
る
な
と
忠
告
す
る
に
等
し
い
と
辛

辣
な
批
判
が
出
て
い
る（A

bg.U
lla

Jelpke

（D
IE

L
IN

K
E

）,B
T－Protokoll

16/186,
S.19838

（B

））。
し
か
し
、
ヘ
ッ
ク
マ
ン
な
ど
は
、
修

正
前
の
法
案
に
対
し
て
す
ら
、
聴
覚
的
監
視
に
関
す
る
刑
事
訴
訟
法
の
規
定
と
の
バ
ラ
ン
ス
上
、
少
な
く
と
も
一
名
は
裁
判
官
資
格
を
有
す
る

Ｂ
Ｋ
Ａ
職
員
が
関
わ
っ
て
い
れ
ば
問
題
は
な
い
と
い
う
所
見
を
示
し
て
い
る
（H

eckm
ann,

Stellungnahm
e,

a.a.O
.（A

nm
.7

）S.17
f.;

ders.,

A
nhö rung

,
a.a.O

.﹇A
nm

.7

﹈,S.51

）。

（
３６
）R

oggan,
a.a.O

.（A
nm

.5

）,S.261
;

Schaar,
Stellungnahm

e,
a.a.O

.（A
nm

.7

）,S.4
f.

（
３７
）
前
掲
註
（
３５
）
の
点
で
の
疑
義
と
同
様
、
こ
こ
で
も
島
田
は
、
措
置
発
動
の
要
件
で
重
要
な
法
益
に
対
す
る
危
険
の
存
在
を
裏
付
け
る
事
実

の
判
断
に
つ
い
て
、
裁
判
官
が
Ｂ
Ｋ
Ａ
側
の
判
断
を
覆
す
こ
と
は
「
極
め
て
困
難
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
」
と
述
べ
る
（
島
田
・
前
掲

﹇
註
５
﹈
八
五－

八
六
頁
）。
な
お
、
裁
判
官
が
発
す
る
令
状
に
は
対
象
と
な
る
人
物
や
、
措
置
の
期
間
な
ど
に
加
え
て
、「
本
質
的
な
理
由
」

が
記
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
二
〇
ｋ
条
六
項
四
文
）
が
、
こ
の
よ
う
な
限
定
だ
け
で
は
恣
意
的
な
運
用
の
防
止
に
は
必
ず
し
も
つ
な

が
ら
な
い
と
批
判
さ
れ
て
い
る
（vgl.

M
ö llers,

Stellungnahm
e,

a.a.O
.﹇A

nm
.7

﹈,S.3)

。

一
二
〇

島
大
法
学
第
五
三
巻
第
四
号



（
３８
）B

aum
/Schantz,

a.a.O
.（A

nm
.5

）,S
.138

;
K

utscha,
A

nhö rung
,

a.a.O
.

（A
nm

.7

）,S
.19

f.;
R

oggan
a.a.O

.

（A
nm

.2

）,S
.111

;

B
äcker,

a.a.O
.（A

nm
.5

）,S.104.

（
３９
）R

oggan,
A

nhö rung
,

a.a.O
.（A

nm
.7

）,S.105－197,
259

f.

（
４０
）B

äcker,
a.a.O

.（A
nm

.5

）,S.52－57
;

K
utscha,

A
nhö rung

,
a.a.O

.（A
nm

.7

）,S.66
f.

（
４１
）
基
本
法
七
三
一
項
九
ａ
条
挿
入
時
の
Ｒ
・
ポ
シ
ャ
ー
に
よ
る
批
判
は
、vgl.

R
alf

Poscher,
Stellungsnahm

e
zu

dem
G

esetzenw
urf

zur

Ä
nderng

des
G

rundgesetzes,
B

T－D
rs.

15/4832,
S

.3
ff.

vgl.
auch

R
osalie

M
ö llers,

E
inheit

durch
V

ielfalt?,
JB

Ö
S

2008/2009,

S.397
ff.

insb.
406－410.

邦
語
文
献
で
は
、
上
代
・
前
掲
（
註
５
）
二
五
一
―
二
五
四
頁
が
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
。

（
４２
）Poscher,

A
nhö rung

,
a.a.O

.（A
nm

.7

）,S.67.

（
４３
）vgl.

dazu
M

ark
A

.
Z

ö ller,
D

er
R

echtsrahm
en

der
N

achrichtendienste
bei

der
” B

ekäm
pfung“

des
Internationalen

T
erroris-

m
us,

JZ
2007,

S.763
ff.

Ｓ
・
ミ
デ
ル
は
、
こ
う
し
た
国
際
的
取
決
め
や
法
令
を
検
討
し
た
上
で
、
最
大
公
約
数
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し

て
、
①
手
段＝

「
著
し
い
程
度
を
持
つ
暴
力
行
為
」、
②
行
動
様
式＝

「
民
間
人
へ
の
不
安
の
流
布
」、
③
目
的＝

「
通
常
（
た
だ
し
不
可
避
で

は
な
い
）
公
権
力
機
関
の
特
定
の
態
度
を
惹
起
さ
せ
る
か
た
ち
で
の
、
既
存
の
政
治
的
又
は
社
会
的
態
度
の
変
更
」
を
掲
げ
て
い
る
（Stefan

M
iddel,

Inner
Sicherheit

und
präventive

T
errorism

usbekäm
pfung,

B
aden-B

aden
2007,

S.54－57

）。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
メ
ル
ク

マ
ー
ル
を
直
接
有
し
な
い
犯
罪
行
為
を
内
容
と
す
る
刑
法
一
二
九
ａ
条
の
「
テ
ロ
結
社
の
設
立
」
と
い
う
と
見
出
し
は
不
正
確
で
あ
る
と
ミ
デ

ル
は
言
う
（ebenda,

S.218－219

）。
併
せ
て
ミ
デ
ル
は
、
刑
法
一
二
九
ａ
条
の
実
体
法
と
し
て
の
意
義
は
さ
ほ
ど
大
き
く
な
く
、
む
し
ろ
電

話
盗
聴
を
は
じ
め
と
す
る
同
法
に
連
結
す
る
広
範
な
刑
事
訴
訟
法
の
権
限
を
根
拠
づ
け
る
役
割
が
重
要
で
あ
る
と
指
摘
し
、
同
条
の
「
予
防
的

刑
法
規
範
」
と
し
て
の
性
格
を
抉
り
出
し
て
い
る
（ebenda
）。
こ
の
よ
う
な
ミ
デ
ル
の
指
摘
は
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
四
ａ
条
と
の
関
連
で
も
妥
当
す
る

こ
と
で
あ
り
、
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
改
定
の
把
握
に
と
っ
て
も
、「
九
・
一
一
事
件
」
後
に
改
定
さ
れ
対
象
を
拡
大
し
た
刑
法
一
二
九
ａ
条
（
関
連
し
て

新
設
さ
れ
た
同
一
二
九
ｂ
条
）の
考
察
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
が
、
立
入
る
余
裕
が
な
い
。
さ
し
あ
た
り
、vgl.

B
errina

W
eiβ

er,
D

er
” K

am
pf

gegen
den

T
errorism

us“
-

Prävention
durch

Strafrecht?
JZ

2008,
S.388

ff.

渡
邉
斉
志
「
テ
ロ
リ
ス
ト
犯
罪
規
定
を
改
正
す
る
た
め

の
法
律
案
」
外
国
の
立
法
二
一
八
号（
二
〇
〇
三
年
）
一
五
一
頁
以
下
、
も
参
照
。
ま
た
、
こ
れ
も
本
稿
で
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、

近
時
の
Ｅ
Ｕ
域
内
で
の
「
テ
ロ
」
対
策
の
紹
介
と
し
て
、
福
井
千
衣
「
Ｅ
Ｕ
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
対
策
」
外
国
の
立
法
二
二
八
号
（
二
〇
〇
六
年
）

六
八
頁
以
下
、
も
参
照
。

連
邦
刑
事
庁
（
Ｂ
Ｋ
Ａ
）
・
ラ
ス
タ
ー
捜
査
・
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
（
３
・
完
）
（
植
松
）

一
二
一



（
４４
）B

äcker,
a.a.O

.（A
nm

.5

）,S.52－57.

ベ
ッ
カ
ー
は
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
概
念
の
不
明
確
さ
に
由
来
す
る
危
険
防
除
と
犯
罪
防
止
の
境
界
線
の
不

在
よ
り
は
、
危
険
防
除
と
犯
罪
捜
査
と
の
関
係
が
曖
昧
で
あ
る
点
こ
そ
が
問
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
他
方
、
基
本
法
や
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
の

上
で
の
定
義
不
在
を
解
釈
に
よ
り
制
約
し
う
る
「
開
か
れ
た
形
式
」
で
あ
る
と
あ
え
て
積
極
的
に
捉
え
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

持
つ
組
織
的
テ
ロ
行
為
を
も
捕
捉
し
う
る
」
こ
と
に
期
待
す
る
見
方
も
あ
る
（
上
代
・
前
掲
﹇
註
５
﹈
二
五
三
―
二
五
四
頁
）。

（
４５
）B

äcker,
a.a.O

.（A
nm

.5

）,S.53,
57.

（
４６
）von

D
enkow

ski,
a.a.O

.（A
nm

.5

）,2008,
S.411

;
ders.,

a.a.O
.（A

nm
.5

）,2007,
S.294－296.

フ
ォ
ン
・
デ
ン
コ
ヴ
ス
キ
は
ハ
ン
ブ
ル

ク
警
察
警
視
（
警
察
中
尉
）
の
経
歴
を
持
ち
、
〇
八
年
時
点
で
の
肩
書
き
は
連
邦
議
会
調
査
局
調
査
員
。

（
４７
）z.

B
.

R
oggan,

A
nhörung

,
a.a.O

.（A
nm

.7

）,S.60
f.

他
方
、
分
離
原
則
へ
の
抵
触
を
否
定
す
る
見
解
と
し
て
、W

olff,
a.a.（A

nm
.5

）,
S.602.auch

T
hiede,

a.a.O
.（A

nm
.5

）,S.541.

（
４８
）T

hiede,
a.a.O

.（A
nm

.5

）,S.540
f.

同
稿
は
、
公
安
調
査
・
憲
法
擁
護
の
領
域
で
将
来
の
犯
罪
予
防
の
文
脈
で
実
務
上
形
成
さ
れ
て
き
た

危
険
人
物
概
念
は
、
警
察
法
のStörer
概
念
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
不
明
確
さ
を
除
く
た
め
に
Ｂ
Ｋ
Ａ
法
に
定
義
規
定
が
必
要
で
あ
っ
た

点
を
認
め
つ
つ
も
、
四
ａ
条
一
項
二
文
の
趣
旨
が
明
確
で
あ
る
以
上
、
同
規
定
の
犯
罪
着
手
の
意
思
を
推
定
さ
せ
る
事
実
の
存
在
（
単
な
る
憶

測
﹇M

utm
aβ

ung

﹈
で
は
不
可
）
を
条
件
と
す
る
二
〇
ｂ
条
二
項
一
号
の
内
容
は
明
確
で
あ
り
、
又
、
同
二
号
の
接
触
者
・
同
伴
者
も
判
例
上

（
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
予
防
的
通
信
監
視
判
決
。B

V
erfG

E
113,

348

﹇380
f.

﹈
同
判
決
に
よ
れ
ば
、
措
置
対
象
と
な
る
接
触
者
・
同
伴
者

に
は
、「
本
来
の
対
象
者
﹇Z
ielperson

﹈
と
の
緊
密
な
個
人
的
又
は
職
業
上
の
つ
な
が
り
が
存
在
」
す
る
、「
長
期
に
わ
た
り
接
触
が
保
た
れ

て
い
る
」、
若
し
く
は
「
共
謀
状
態
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
又
は
当
該
状
態
が
続
い
て
い
る
」
と
い
っ
た
こ
と
が
要
求
さ
れ
、「
表
面
上
一
時
的

な
又
は
偶
然
の
日
常
的
接
触
で
は
十
分
で
は
な
い
」
と
さ
れ
る
）
そ
の
範
囲
も
明
確
で
あ
る
反
論
す
る
。

（
４９
）von

D
enkow

ski,
a.a.O

.（A
nm

.5

）,2008,
S.411.

（
５０
）
上
代
・
前
掲
（
註
５
）
二
三
八
頁
以
下
、
参
照
。

（
５１
）K

utscha,
Stellungnahm

e,
a.a.O

.（A
nm

.7

）,S.1
f.;

ders.,
A

nhörung
,

a.a.O
.（A

nm
.7

）,S.19
f.

他
方
、
分
離
原
則
へ
の
抵
触
を
否
定

す
る
見
解
と
し
て
、W

olff,
a.a.（A

nm
.5

）,S.602.auch
T

hiede,
a.a.（A

nm
.5

）,S.541.

な
お
、
二
〇
ｊ
条
の
予
防
的
ラ
ス
タ
ー
捜
査
に
つ

い
て
は
、
連
邦
・
各
州
の
憲
法
擁
護
機
関
、
軍
情
報
機
関
、
及
び
連
邦
諜
報
機
関
か
ら
の
情
報
提
供
の
禁
止
を
明
示
す
る
こ
と
で（
一
項
二
文
）、

「
二
重
管
轄
の
禁
止
」
原
則
に
配
慮
を
見
せ
て
い
る
。

一
二
二

島
大
法
学
第
五
三
巻
第
四
号



（
５２
）G

eiger,
A

nhörung
,

a.a.O
.﹇A

nm
.7

﹈,S.13.
（
５３
）R

oggan,
A

nhörung
,

a.a.O
.（A

nm
.7

）,S.258.

（
５４
）M

östl,
A

nhörung
,

a.a.O
.（A

nm
.7

）,S.71.

（
５５
）B

äcker,
a.a.O

.（A
nm

.5

）,S.60－64.;
G

eiger,
Stellungnahm

e,
a.a.O

.（A
nm

.7

）,S
.8

f.;
von

D
enkow

ski,
a.a.O

.（A
nm

.5

）,2008,
S.413.

「
組
織
間
の
距
離
は
相
互
の
支
え
合
い
の
基
盤
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
相
互
複
数
の
者
が
同
じ
こ
と
を
す
れ
ば
、
互
い
に
邪
魔
を
す
る

だ
け
で
、
助
け
合
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
」（C

hristoph
G

usy,
M

ehr
als

der
Polizei

erlaubt
ist?,

in
:

Stefan
H

uster/K
arsten

R
udolph

﹇H
rsg.

﹈,V
om

R
echtsstaat

zum
Präventionsstaat,

Frankfurt
a.M

.2008,
S.204－206.S.131

）。

（
５６
）B

äcker,
a.a.O

.（A
nm

.5
）,S.62

f.

（
５７
）B

äcker,
ebenda,

S.64
;

R
oggan,

a.a.O
.（A

nm
.5

）,S.258.

（
５８
）von

D
enkow

ski,
a.a.O

.（A
nm

.5

）,2008,
S.415.

す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
危
険
に
基
づ
く「『
目
標
な
き
』（ins

B
laue

hinein

）
措
置
」
は
、
ラ
ス
タ
ー
捜
査
決
定
や
「
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
」
判
決
で
連
邦
憲
法
裁
が
厳
し
く
批
判
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
５９
）von

D
enkow

ski,
a.a.O

.（A
nm

.5
）,2008,

S.412.

も
っ
と
も
、
デ
ン
コ
ヴ
ス
キ
は
〇
三
年
の
論
考
に
お
い
て
、
伝
統
的
な
分
離
原
則
の
思

考
に
捉
わ
れ
な
い
刑
事
警
察
に
よ
る
国
家
擁
護（「
テ
ロ
」
対
策
）
と
憲
法
擁
護
（
過
激
派
対
策
）
と
の
組
織
的
・
機
能
的
協
力
の
必
要
を
説
き
、

理
想
モ
デ
ル
と
し
て
内
務
省
管
轄
の
統
合
的
な
諜
報
機
関
の
新
設
す
ら
提
唱
し
て
お
り
（C

harles
von

D
enkow

ski,
D

as
T

rennungsgebot－
G

efahr
für

die
Innere

Sicherheit?,
K

rim
inalpolitik

2003,
S.211

ff.,
insb.

218
f.

）
近
稿
と
の
整
合
性
の
点
で
は
理
解
に
苦
し
む
。

（
６０
）K

utscha,
Stellungnahm

e,
a.a.O

.（A
nm

.7

）,S.3
;

Schaar,
Stellungnahm

e,
a.a.O

.（A
nm

.7

）,S.3.

ラ
ス
タ
ー
捜
査
の
構
造
的
な
問
題

点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
二
章
、
参
照
。

（
６１
）K

utscha,
Stellungnahm

e,
a.a.（A

nm
.7

）,S
.2

f.;
R

oggan,
Stellungnahm

e,
a.a.O

.（A
nm

.7

）,S
.19

f.;
ders.,

A
nhörung

,
a.a.O

.

（A
nm

.5

）,S.27.

「
公
共
の
利
益
に
資
す
る
重
要
な
資
産
」
の
範
囲
も
明
確
で
は
な
い
。

（
６２
）G

eiger,
Stellungnahm

e,
a.a.（A

nm
.7

）,S.18.

各
意
見
書
中
も
っ
と
も
詳
細
な
検
討
を
行
う
ヘ
ッ
ク
マ
ン
は
、
相
違
を
表
面
的
な
も
の
と

し
な
が
ら
も
、
一
項
一
文
後
段
の
削
除
を
提
案
し
て
い
る
（H

eckm
ann,

Stellungnahm
e,

a.a.O
.﹇A

nm
.7

﹈,S.7
f.

）。

（
６３
）K

utscha,
Stellungnahm

e,
a.a.（A

nm
.7

）,S.2
f.

（
６４
）R

oggan,
Stellungnahm

e
,

a.a.O
.

（A
nm

.7

）,S
.4.auch

G
eiger,

Stellungnahm
e

,
a.a.O

.

（A
nm

.7

）.S.3
;

ders.,
A

nhörung
,

a.a.O
.

連
邦
刑
事
庁
（
Ｂ
Ｋ
Ａ
）
・
ラ
ス
タ
ー
捜
査
・
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
（
３
・
完
）
（
植
松
）

一
二
三



（A
nm

.7

）,S.13－14.
;

B
äcker,

a.a.O
.（A

nm
.5

）,S.80－84.
（
６５
）M

östl,
A

nhörung
,

a.a.O
.（A

nm
.7

）,S.53
f.

（
６６
）
こ
の
概
念
に
つ
い
て
は
、vgl.

Frederik
R

achor,
D

as
Polizeihandeln,

in
:

L
isken/

D
enninger,

a.a.O
.（A

nm
.29

）,F
R

dn.
290

ff.;

Pieroth/Schlink/K
niesel,

a.a.O
.（A

nm
.16

）,§
14

R
dn.103

ff.

（
６７
）vgl.

Foroud
Shirvani,

D
ie

K
ontakt-

und
B

egleitpersonen
und

die
” B

esonderen
m

ittel
der

D
atenerhebung“

im
Polizeirecht,

V
erw

A
rch

2010,
S.86

ff.

（
６８
）
判
例
の
概
要
と
評
釈
は
、
西
原
博
史
「
予
防
的
通
信
監
視
と
通
信
の
秘
密
・
比
例
原
則
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判

例
Ⅲ
』（
信
山
社
・
二
〇
〇
八
年
）
二
五
四
頁
以
下
、
参
照
。

（
６９
）H

eckm
ann,

Stellungnahm
e,

a.a.O
.（A

nm
.7

）,S.10
;

R
oggan,

a.a.O
.（A

nm
.5

）,S.258
f.auch

B
äcker,

a.a.O
.（A

nm
.5

）,S
.77

f.

併

せ
て
前
掲
註
（
４８
）
も
参
照
。

（
７０
）G

eiger,
Stellungnahm

e,
a.a.O

.（A
nm

.7

）.S.10
f.auch

G
usy,

Stellungnahm
e,

a.a.O
.（A

nm
.7

）,S.7
f.

（
７１
）B

aum
/Schantz,

a.a.O
.（A

nm
.5

）,S.139.;
R

oggan,
a.a.O

.（A
nm

.5

）,S
.259.auch

B
undesrechtsanw

altskam
m

er,
Stellungnahm

e,
a.

a.O
.（A

nm
.7

）,S.6.

聖
職
者
に
つ
い
て
も
、
公
法
上
の
宗
教
団
体
に
限
定
し
て
い
る
点
が
問
題
に
な
り
う
る
（vgl.

Poscher,
Stellungnahm

e,

a.a.O
.﹇A

nm
.7

﹈,S.15

）。

（
７２
）H

eckm
ann,

Stellungnahm
e,

a.a.O
.（A

nm
.7

）,S.18
f.;

ders.,
A

nhörung
,

a.a.O
.（A

nm
.7

）,S.18.

ベ
ッ
カ
ー
も
こ
の
点
で
は
違
憲
性

は
生
じ
な
い
と
す
る
（B
äcker,

a.a.O
.﹇A

nm
.5

﹈,S.90 －93

）。

（
７３
）B

undesrechtsanw
altskam

m
er,

Stellungnahm
e,

a.a.O
.（A

nm
.7

）,S.5－9.

（
７４
）vgl.

G
usy,

Stellungnahm
e,

a.a.O
.（A

nm
.7

）,S.12－14.
グ
ズ
ィ
は
、「
信
頼
関
係
の
保
護
」
を
プ
レ
ス
の
自
由
の
観
点
か
ら
展
開
す
る
。

彼
が
援
用
す
る
近
時
（
二
〇
〇
七
年
二
月
二
七
日
）
の
連
邦
憲
法
裁
判
決（『
キ
ケ
ロ
』
事
件
）
は
、「
プ
レ
ス
の
自
由
は
、
編
集
作
業
の
秘
密

性
へ
の
、
及
び
メ
デ
ィ
ア
と
そ
の
情
報
提
供
者
と
の
信
頼
領
域
へ
の
国
家
の
侵
入
か
ら
の
保
護
も
含
む
」
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
（B

V
erfG

E

117,
244

﹇258

﹈）。

（
７５
）G

eiger,
Stellungnahm

e,
a.a.O

.﹇A
nm

.7

﹈,S.23.

（
７６
）K

utscha,
Stellungnahm

e,
a.a.O

.（A
nm

.7

）,S.5.

ク
ッ
チ
ャ
は
、
ザ
ウ
ア
ー
ラ
ン
ト
グ
ル
ッ
ペ
事
件
を
念
頭
に
、
海
外
治
安
機
関
か
ら
の

一
二
四
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「
テ
ロ
」
実
行
の
情
報
が
、
同
地
で
拘
束
さ
れ
た
ド
イ
ツ
国
籍
保
持
者
へ
の
拷
問
を
伴
う
取
調
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
問
題
も
指
摘
し
て
い

る
（ebenda

）。
ザ
ウ
ア
ー
ラ
ン
ト
グ
ル
ッ
ペ
事
件
の
公
判
で
は
、
こ
の
よ
う
な
拷
問
に
基
づ
く
供
述
の
証
拠
採
用
が
争
点
に
な
り
え
た
が
、

被
告
人
た
ち
の
「
自
発
的
」
供
述
の
結
果
、
問
題
が
顕
在
化
す
る
こ
と
な
く
結
審
に
至
っ
て
い
る
（vgl.

Stern.de.von
3.24.2010

）。

（
７７
）B

äcker,
a.a.O

.（A
nm

.5

）,S.96－98
;

Schaar,
Stellungnahm

e,
a.a.O

.（A
nm

.7

）,S.9
f.

と
く
に
事
由
③
は
、
対
象
と
な
る
措
置
の
基
本

権
侵
害
の
重
大
さ
か
ら
措
置
当
事
者
へ
の
影
響
が
「
軽
微
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
」（
二
項
二
文
）
と
は
考
え
に
く
く
、
ま
た
、
そ
の
判
断
基
準
の

明
示
も
な
い
ま
ま
Ｂ
Ｋ
Ａ
の
裁
量
に
委
ね
て
い
る
点
で
問
題
が
多
い
と
さ
れ
る
（ebenda,

S.98

）。

（
７８
）Poscher,

Stellungnahm
e,

a.a.O
.（A

nm
.7

）,S.19－21
;

ders.,
A

nhörung
,

a.a.O
.（A

nm
.7

）,S.25
f.,

54
f.

他
に
、auch

G
eiger,

A
n-

hörung
,

a.a.O
.（A

nm
.7

）,S
.50

;
G

usy,
A

nhörung
,

a.a.O
.

（A
nm

.7

）,S
.50

f.;
Schaar,

Stellungnahm
e

,
a.a.O

.

（A
nm

.7

）,S
.3

;

R
oogan,

a.a.O
.（A

nm
.5

）,S.262
;

M
öllers,

Stellungnahm
e,

a.a.O
.（A

nm
.7

）,S.4.

他
方
、
消
極
的
な
見
解
と
し
て
、M

östl,
Stellung-

nahm
e,

a.a.O
.（A

nm
.7

）,S.4.

（
７９
）Poscher,

Stellungnahm
e,

a.a.O
.（A

nm
.7

）,S.19－21.

（
８０
）z.B

.E
rd,

a.a.O
.（A

nm
.1

）,S.3.

（
８１
）
ヴ
ィ
ン
セ
ン
マ
ン
の
異
議
申
立
書
が
、heise-online

に
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
（http

://w
w

w
.heise.de/bin/tp/issue/r

4/dl-artikel2.cgi?ar-

tikelnr=29614&
m

ode=htm
l&

zeilenlaenge=72
）。
原
告
の
主
張
の
基
本
線
は
、R

oggan,a.a.O
.（A

nm
.5

）で
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

（
８２
）G

usy,
Stellungnahm

e,
a.a.O

.（A
nm

.7

）,S.1
f.;

ders.,
A

nhörung
,

S.15
f.

（
８３
）vgl.

FR
vom

7.10.2008.

（
８４
）「
Ｂ
Ｋ
Ａ
の
Ｆ
Ｂ
Ｉ
化
」
は
法
改
定
反
対
派
が
多
用
す
る
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
が
、
当
の
Ｆ
Ｂ
Ｉ
で
は
、「
九
・
一
一
事
件
」
後
の
米
国
の
情
報

機
関
再
編
の
中
で
、
テ
ロ
対
策
・
諜
報
機
能
の
強
化
が
さ
ら
に
進
ん
で
い
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
岡
本
篤
尚『《
９
・
１１
》
の
衝
撃
と
ア
メ
リ
カ

の
『
対
テ
ロ
戦
争
』
法
制
』（
法
律
文
化
社
・
二
〇
〇
九
年
）
二
六
四
―
二
七
〇
頁
、
が
参
考
に
な
る
。

（
８５
）
ド
イ
ツ
国
内
あ
る
い
は
Ｅ
Ｕ
域
内
の
テ
ロ
政
策
の
論
議
に
お
け
る
、「
安
全
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
」（Sicherheitsarchitektur

）
と
い
う
用
語
の

多
用
も
近
時
の
特
徴
で
あ
る
。
多
く
の
論
考
の
タ
イ
ト
ル
や
副
題
に
登
場
す
る
が
、
一
つ
の
典
型
と
し
て
、
Ｂ
Ｋ
Ａ
長
官
ツ
ィ
ー
ル
ケ
が
シ
ュ

レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ＝

ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
内
務
省
刑
事
局
長
時
代
に
「
九
・
一
一
事
件
」
直
後
の
時
代
状
況
を
背
景
に
公
表
し
た
、Jörg

Z
iercke,

N
eue

Sicherheitsarchitektur
für

D
eutschland,

K
rim

inalpolitik
2002,

S.346
ff.

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
概
念
自
体

連
邦
刑
事
庁
（
Ｂ
Ｋ
Ａ
）
・
ラ
ス
タ
ー
捜
査
・
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
（
３
・
完
）
（
植
松
）

一
二
五



を
考
察
対
象
と
し
た
、T

hom
as

W
ürtenberger/Steffen

T
anneberger,Sicherheitsarchitektur

als
interdisziplinäres

Fortschungsfeld,
in

:

G
isela

R
iescher

（H
rsg.

）,Sicherheit
und

Freiheit
statt

T
error

und
A

ngst,
B

aden-B
aden

2010,
S.97

ff.

が
重
要
で
あ
る
。
同
稿
に

よ
れ
ば
、Sicherheitsarchitektur

と
は
、市
民
の
基
本
権
の
尊
重
の
下
で
の
対
外
安
全
・
国
内
治
安
の
保
障
に
奉
仕
す
る
組
織
や
法
的
権
限
を
、

個
別
問
題
と
い
う
よ
り
は
、
治
安
維
持
任
務
の
遂
行
に
役
立
つ
法
シ
ス
テ
ム
の
原
則
的
方
向
性
に
つ
い
て
論
じ
る
文
脈
で
用
い
ら
れ
る
概
念
だ

と
さ
れ
て
い
る
。” neue

Sicherheitsarchitektur“

な
ど
と
言
わ
れ
る
場
合
、
当
該
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
目
的
（
客
観
的
安
全
の
維
持
向
上
、

主
観
的
安
心
感
の
強
化
、
及
び
国
家
的
・
社
会
的
な
治
安
維
持
措
置
か
ら
の
自
由
の
保
護
）
が
変
化
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
安
全
の
実
現
の
た

め
に
国
家
が
向
き
合
う
べ
き
対
象
、
そ
の
た
め
の
技
術
的
・
組
織
的
可
能
性
、
さ
ら
に
、
市
民
相
互
の
関
係
や
国
家
像
そ
の
も
の
を
映
し
出
す

「
時
代
精
神
」
の
よ
う
な
も
の
の
変
化
を
意
味
す
る
の
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（ebenda,

S.97
f.

）。
こ
う
し
た
言
説
の
流
布
と
、
都
市
に
お

け
る
建
築
工
学
的
観
点
か
ら
の
防
犯
政
策（
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
よ
る
規
制
）へ
の
関
心
の
高
ま
り
と
の
関
連
性
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
８６
）G

usy,
A

nhörung
,

a.a.O
.（A

nm
.7

）,S.15
f.

も
っ
と
も
、
法
案
推
進
側
か
ら
す
れ
ば
、
従
来
の
州
警
察
の
力
で
は
不
十
分
だ
か
ら
こ
そ
、

連
邦
の
力
が
必
要
だ
と
い
う
論
理
に
な
る
（D

athe,
Stellungnahm

e,
a.a.O

.﹇A
nm

.7

﹈,S.2
f.

）。

（
８７
）von

D
enkow

ski,
a.a.O

.（A
nm

.5
）,2008,

S.415.vgl.
auch

W
olff,

a.a.O
.（A

nm
.5

）,S.598－600.

（
８８
）W

olff,
a.a.O

.（A
nm

.5

）,S.603－606.

（
８９
）C

hristoph
G

usy,
G

ew
ährleistung

von
Freiheit

und
Sicherheit

im
L

ichte
unterschiedlicher

Staats-
und

V
erfassungsverständ-

nisse,
V

V
D

StR
L

63,
2004,

S.184－186.

Ｂ
Ｋ
Ａ
の
諜
報
機
関
化
と
い
う
視
点
か
ら
注
目
さ
れ
る
動
き
と
し
て
は
、
対
Ｂ
Ｎ
Ｄ
議
会
統
制
強

化
法
案（「
連
邦
情
報
局
の
議
会
統
制
の
進
展
の
た
め
の
法
律
」
案
。B

T－D
rs.16/12411

）
に
、
一
定
の
条
件
の
下
で
Ｂ
Ｋ
Ａ
の
活
動
に
も
議
会

統
制
委
員
会
の
権
限
が
及
ぶ
と
規
定
さ
れ
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る
（
法
案
一
条
。
た
だ
し
審
議
の
過
程
で
こ
の
点
は
削
除
さ
れ
た
）。

（
９０
）C

hristoph
G

usy,
L

eerlaufende
E

valuationspflichten?,
in

:
Fredrik

R
oggan

（H
rsg.

）,M
it

R
echt

für
M

enschenw
ürde

und
V

er-

fassungsstaat,
B

erlin
2006,

S.139
ff.

た
だ
し
、
テ
ロ
対
策
法
等
の
現
行
の
評
価
規
定
の
多
く
は
十
分
に
機
能
し
て
い
な
い
と
診
断
さ
れ
て

い
る
。

（
９１
）「
市
民
的
公
共
圏
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
概
念
も
議
論
の
射
程
も
多
様
多
彩
で
あ
る
が
、
日
本
の
憲
法
学
に
お
け
る
当
該
概
念
の
積
極
的
導

入
の
試
み
と
し
て
、
森
英
樹
編
『
市
民
的
公
共
圏
形
成
の
可
能
性
』（
日
本
評
論
社
・
二
〇
〇
三
年
）、
が
あ
る
。
市
民
的
公
共
圏
に
お
け
る
治

安
法
制
の
制
御
と
い
う
方
向
性
に
つ
い
て
の
詳
述
な
検
討
は
本
稿
筆
者
の
今
後
の
課
題
と
し
た
い
が
、
た
だ
少
な
く
と
も
、
社
会
的
諸
力
（
防
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二
六
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大
法
学
第
五
三
巻
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四
号



犯
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
民
間
警
備
会
社
等
）
に
よ
る
安
全
構
築
へ
の
参
加
（
と
い
う
名
の
公
権
力
の
下
請
け
化
）
と
社
会
的
統
合
政
策
の
推
進
に

よ
る
犯
罪
抑
止
の
よ
う
な
モ
デ
ル
の
構
築
を
単
純
に
追
求
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
断
っ
て
お
く
（
未
だ
問
題
意
識
の
提
示
に
と
ど
ま

る
が
、
拙
稿
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
『
安
全
と
自
由
』」森
英
樹
編
『
現
代
憲
法
に
お
け
る
安
全
』﹇
日
本
評
論
社
・
二
〇
〇
九
年
﹈
四
五
七
頁
以
下
、

と
く
に
四
六
七
―
四
七
一
頁
、
参
照
）。

（
９２
）
こ
の
よ
う
な
一
書
と
し
てvgl.

z.B
.Ilija

T
raojanow

/Juli
Z

eh,
A

ngriff
auf

die
Freiheit,

M
ünchen

2009.

（
９３
）
ア
ー
レ
ン
ス
バ
ッ
ハ
世
論
調
査
研
究
所
長
の
社
会
学
者
Ｒ
・
ケ
ヒ
ャ
ー
の
実
施
し
た
調
査
の
結
果
、
現
在
の
国
家
に
よ
る
監
視
措
置
に
行
き

過
ぎ
を
感
じ
て
い
る
の
は
回
答
者
の
二
〇
％
「
に
し
か
す
ぎ
ず
」、「
安
全
か
、
監
視
か
ら
の
保
護
か
」、
と
い
う
設
問
で
は
、
四
六
％
が
前
者
、

四
五
％
が
後
者
を
選
ん
だ
と
い
う
（E

lisabeth
N

oelle/T
hom

as
Petersen,

W
ie

sicher
ist

D
eutschland?

in
:

FA
Z

vom
19.7.2006,

S.

5

）。
こ
の
調
査
結
果
は
、
Ａ
・
ハ
ー
ニ
ン
グ
（
二
〇
〇
八
年
当
時
の
連
邦
内
務
次
官
）
が
自
己
の
論
考
の
中
で
議
論
誘
導
的
な
紹
介
を
し
て
い

る﹇A
ugust

H
anning,

Sicherheit
G

ew
ährleisten

―Freiheit
w

ahren,
in

:
H

uster/R
udolph,

a.a.O
.（A

nm
.55

）,S.204－206]

。）。
こ
う
し

た
世
論
と
軌
を
一
に
し
て
、「
テ
ロ
の
時
代
」
と
い
う
「
非
常
時
」
下
で
の
「
市
民
の
犠
牲
」（B

ürgeropfer

）
の
積
極
的
正
当
化
と
公
的
承
認

を
求
め
る
Ｏ
・
デ
ペ
ン
ホ
イ
ア
ー
の
『
法
治
国
家
の
自
己
主
張
』（O

tto
D

epenheuer,
Selbstbehauptung

des
R

echtsstaates,
Paderborn

u.a.

2007.

）
が
賛
否
両
論
の
論
議
を
呼
ん
で
い
る
が
、
同
書
の
治
安
法
制
の
状
況
認
識
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
一
文
を
引
用
し
て
お
く
。「
警

察
法
制
の
安
全
法
制
（Sicherheitsrecht

）
へ
の
形
状
変
更
に
よ
っ
て
、
法
秩
序
は
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
る
特
別
の
危
険
状
態
に
対
峙
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
潜
在
的
に
高
度
な
危
険
集
積
度
を
も
っ
た
共
同
行
為
の
中
に
あ
る
ミ
リ
ュ
ー
へ
の
諜
報
機
関
に
よ
る
潜
入
の
著
し
い
困
難
さ
が
効

果
的
に
克
服
さ
れ
う
る
の
は
、
具
体
的
な
、
す
な
わ
ち
見
通
せ
る
危
険
の
前
地
に
広
く
拡
が
る
対
策
装
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
だ
け
で
あ

る
。
空
港
で
の
全
て
の
市
民
を
対
象
と
し
た
一
般
的
安
全
チ
ェ
ッ
ク
は
多
様
な
、
し
か
し
全
て
の
市
民
に
向
け
ら
れ
た
事
前
配
慮
措
置
や
事
前

注
意
措
置
の
特
に
特
徴
的
な
も
の
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
挙
げ
う
る
と
す
れ
ば
、
最
強
度
の
傍
受
措
置（「
大
盗
聴
」）、
接
触
禁
止
、
ラ

ス
タ
ー
捜
査
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
探
知
、
ビ
デ
オ
監
視
等
々
。
安
全
状
態
の
改
善
と
い
う
利
益
を
も
つ
こ
の
種
の
危
険
防
除
規
律
は
、
自
由

選
択
権
の
感
覚
的
な
喪
失
を
導
く
。
…
…
多
様
な
治
安
立
法
は
、
部
分
的
に
憲
法
裁
判
所
で
破
棄
さ
れ
た
も
の
も
含
め
て
、
テ
ロ
の
脅
威
の
現

在
の
評
価
の
紛
れ
も
な
い
指
標
で
あ
る
。
雑
多
な
安
全
チ
ェ
ッ
ク
を
耐
え
忍
ぶ
市
民
の
自
発
的
意
思
と
忍
耐
力
は
、
そ
の
限
り
で
高
い
安
全
要

求
と
自
由
放
棄
の
覚
悟
を
示
し
て
い
る
」（ebenda,

70
f.

）。

（
９４
）
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
姿
勢
へ
の
批
判
と
し
て
、vgl.

T
raojanow

/Z
eh,

a.a.O
.（A

nm
.92

）,S.81－89.

連
邦
刑
事
庁
（
Ｂ
Ｋ
Ａ
）
・
ラ
ス
タ
ー
捜
査
・
オ
ン
ラ
イ
ン
捜
索
（
３
・
完
）
（
植
松
）

一
二
七



（
９５
）K

oalitionsvertrag
zw

ischen
C

D
U

,
C

SU
U

N
D

FD
P,

W
achstum

,
B

ildung,
Z

usam
m

enhalt,
2009,

S.98
ff.insb.98－100.

（
９６
）W

E
L

T－O
nline

von
10.8.2009

（
９７
）H

am
burger

A
bendblatt-O

nline

（http
://w

w
w

.abendblatt.de/

）vom
14.3.2009.

（
９８
）
他
党
に
比
べ
れ
ば
―
―
「
赤
・
緑
連
立
」
政
権
下
で
シ
リ
ー
内
相
の
治
安
政
策
を
支
持
し
た
同
盟
９０
／
緑
の
党
は
も
と
よ
り
、
旧
東
独
で
監

視
国
家
体
制
を
敷
い
た
Ｐ
Ｄ
Ｓ
の
後
継
党
の
側
面
を
有
す
る
左
翼
党
と
比
べ
て
も
―
―
確
固
た
る
ス
タ
ン
ス
を
堅
持
す
る
Ｆ
Ｄ
Ｐ
で
は
あ
る

が
、
現
在
の
党
の
主
流
は
経
済
的
新
自
由
主
義
路
線
で
あ
り
、
市
民
的
自
由
重
視
の
古
参
党
員
を
中
心
と
し
た
党
内
左
派
影
響
は
低
い
（vgl.

T
raojanow

/Z
eh,

a.a.O
.﹇A

nm
.90

﹈,S.92－94

）。
彼
ら
Ｆ
Ｄ
Ｐ
左
派
は
、「
強
い
国
家
」
に
よ
る
治
安
政
策
を
批
判
す
る
が
、「
治
安
維
持
の
民

営
化
」
に
も
批
判
的
な
点
で
、
こ
の
部
面
で
も
国
家
の
撤
退
を
主
張
す
る
党
主
流
派
と
は
対
立
す
る
（vgl.

H
ans-Jürgen

L
ange,

D
er

W
an-

del
des

föderalen
Sicherheitsverbundes,

in
:

H
uster/R

udolph,
a.a.O

.﹇A
nm

.55

﹈,S.74
f.

）。

（
９９
）FR

von
7.11.2008

（
１００
）
デ
ペ
ン
ホ
イ
ア
ー
の
「
市
民
の
犠
牲
」
論
は
、「
国
家
と
憲
法
を
実
効
的
に
防
衛
す
る
こ
と
へ
の
、
す
な
わ
ち
、
政
治
的
実
存
の
具
体
的
形

態
を
テ
ロ
に
よ
る
否
定
に
抗
し
て
主
張
す
る
こ
と
へ
の
市
民
の
覚
悟
」（D

epenheuer,
a.a.O

.﹇A
nm

.93

﹈,S.30

）が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

「
自
由
と
安
全
」
の
対
抗
を（「
自
爆
テ
ロ
」
の
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
機
に
偶
然
乗
り
合
わ
せ
て
い
た
が
ゆ
え
に
国
家
の
手
で
撃
墜
さ
れ
生
命
を
犠
牲

に
す
る
こ
と
す
ら
厭
わ
な
い
）
市
民
個
人
の
自
発
的
受
容
と
、
そ
う
し
た
自
己
犠
牲
を
讃
え
る
公
衆
の
「
あ
る
べ
き
態
度
」
の
問
題
に
解
消
し

て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。vgl.

auch
M

arcus
H

aw
el,

D
äm

m
erung

des
dem

okratischen
R

echtsstaates?,
K

J
2009,

S.65－
69.

（
１０１
）
パ
ピ
ー
ア
の
下
で
調
査
官
を
務
め
た
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
行
政
裁
判
所
判
事
に
よ
る
�
パ
ピ
ー
ア
・
コ
ー
ト
�
へ
の
賛
辞
と
し
て
、Jens

H
of-

m
ann

,
Z

ur
A

bsolutheit
des

M
enschenw

ürdeschutzes
im

W
irken

des
Präsidenten

des
B

V
erfG

H
ans-Jürgen

Papier,
N

V
w

Z
,

2010,
S.217

ff.

（
１０２
）
評
釈
と
し
て
、A

lexander
R

oβ
nagel,D

ie
” Ü

berw
achungs-G

esam
trechnung“ －

D
as

B
V

erfG
und

die
V

orratsdatenspeicherung,

N
JW

2010,
S.1238

ff.

こ
の
憲
法
異
議
は
、
Ｆ
Ｄ
Ｐ
、
同
盟
９０
／
緑
の
党
、
市
民
団
体
の
三
者
が
そ
れ
ぞ
れ
提
訴
し
、
原
告
の
総
数
は
三
万

四
千
名
を
越
え
る
大
き
な
訴
訟
で
あ
っ
た
（ebenda,

S.1239

）。
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学
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